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まえがき 

 

沖縄県は、日本の最南端、最西端に位置し、東西 1,000km、南北 400km に及ぶ広大な海

域に点在する大小 160 の島々で構成されている島嶼県である。これらの島々を取り巻く海

岸は全国第 4位の 2千 km余りの延長を有しており、サンゴ礁やエメラルドグリーンの海と

白い砂浜、琉球石灰岩からなる海食崖など優れた自然景観は県内外からの観光客に親しま

れている。しかしながら、台風常襲地帯である本県は、高潮、波浪による海岸災害が発生

しており、海岸保全施設の整備・維持管理は重要な課題となっている。 

特に沖縄の海岸保全施設は沖縄が本土復帰(1972年)以前に整備されたものも数多く残っ

ている(以降、琉球政府護岸と称する)。これらの施設は、経験的な設計による簡易な構造や

築造時に劣悪な材料が使用されたものなど、本土一般のコンクリート構造の海岸保全施設

と比較して、老朽化・防護機能低下が著しいという特性を持つ。このため、今後、急速に

維持管理費用や更新費用が増大することが予想される。 

全国においても海岸法の制定(1956年)や伊勢湾台風(1959年)等による大災害を契機に 

1950～1960年代に整備が進められたことから老朽化が進行し、沖縄と同様に維持管理費用

や更新費用が増大することが予想されたことから、海岸保全施設の定期的な点検と適時、

適切な保全対策により、必要な防護水準を確保しつつ、ライフサイクル(供用期間)に生じる

全ての費用を最小化することが求められている。 

そのため平成 20年 2月に「ライフサイクルマネジメントのための海岸保全施設維持管理

マニュアル(案)」(以下「維持管理マニュアル」と称する)が農林水産省農村振興局防災課、

農林水産省水産庁防災漁村課、国土交通省河川局海岸室及び国土交通省港湾局海岸・防災

課により策定され、コンクリート構造の堤防・護岸等の点検や健全度評価の要領、維持管

理計画の立案や対策工法の紹介等について整理されている。 

さらにこの維持管理マニュアルを実務上使いやすくすることを目的として平成 20年 3月

に「海岸保全施設の老朽化調査及び老朽化対策計画策定のための実務版マニュアル(暫定

版)」(以下「実務版マニュアル」と称する)が、農林水産省水産庁防災漁村課により策定さ

れている。 

本土一般のコンクリート構造の海岸保全施設は、この維持管理マニュアルに基づき点検

や健全度評価、維持管理計画の策定が進められる。 

しかし、琉球政府護岸の場合、石積護岸等も数多く残っていること等からこの維持管理

マニュアルでは、対応しきれないものと考えられた。 

このため、沖縄県土木建築部海岸防災課では、平成 20～21年度において沖縄県農林水産

部村づくり計画課、沖縄県農林水産部漁港漁場課の協力を得ながら、この維持管理マニュ

アルをベースに沖縄県独自の課題について研究を進め、琉球政府護岸の老朽化対策計画を

策定した。沖縄県版マニュアル(案)は、この成果をもとに作成したものである。 

なお、本マニュアル(案)の作成は、維持管理マニュアル及び実務版マニュアルをベースと

して作成した。 
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1 総論 

1.1 本マニュアルの目的 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)海岸保全施設は通常、長期間にわたって計画・設計時に設定された機能を十分に発揮しつつ
使用されなければならず、その維持管理は今後、LCM の考え方に基づいて効率的・効果的

に実施することが重要となる。 
しかし、LCM を導入した維持管理には多くの技術的課題が山積していることもあり、で

きることから段階的に導入を図っていく必要がある。本マニュアルでは、必要な防護機能を

維持しつつライフサイクルコスト(以下、LCC という。) を最小化することを LCM の目標 
(注) とし、これを目指した維持管理を行うことを提唱している。しかし、LCC の定量的評
価が困難な場合には、ライフサイクルを通じて防護水準を一定以上に保証することを維持管

理の目標とするものとする(図 1.1左側の短期的な目標)。 
そして、長期的には、構造物の劣化予測等の技術開発を行い、ライフサイクルを通じて維

持すべき防護水準を最小のコストで対応できる仕組みを構築する(図 1.1 右側の長期的な目
標)。 
そのためには、施設の諸元、建設年、点検・補修履歴等のデータの蓄積が必要である。 

 
(2)「海岸堤防等老朽化対策」とは、同一管理者が所管する海岸保全施設毎(または、その一部
毎)を対象として、管理者が有する情報の整理及び老朽化調査を行い、老朽化調査の結果に
基づいて老朽化対策計画を策定し、老朽化対策計画に基づいて老朽化対策工事を行うことを

原則とする。 
 

(3)「マニュアル」で対象とする海岸保全施設は、海岸堤防、護岸及びその関連施設を標準とす
る。 

 
(注)広義の LCMは、ライフサイクルを通して防護性能、利用面や環境面の便益等を考慮しつつ費用対効果(B/C)

の最大化を図るマネジメントを行う。これは、海岸保全施設においては、出来る限り防護性能(B)を高め、

コスト(LCC)を下げることを意味する。一方、本マニュアルでは便益(B)は一定とし、LCCの最小化に着目

する狭義の LCMを採用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1 LCM導入の段階的な目標 
 

本マニュアルは、主に琉球政府時代以前に整備された海岸保全施設等の点検及び健全度評

価等の老朽化調査の標準的な要領を示すとともにライフサイクルマネジメント(以下、LCM
という。) を目指した老朽化対策計画策定の参考に資することを目的とする。 
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(4)現在の海岸保全施設に対する維持管理は、問題が発生した後の対応になりがちであるが、
LCM を導入した維持管理では、問題が発生する前に予測して対応を図る「予防保全」が重

要である。 
海岸保全施設の維持管理における特徴として、以下の点に留意する必要がある。 
①老朽化や部材の変状による強度の低下が、防護機能の低下に直接つながりやすい。 
②長い延長の一箇所でも破堤すると他が健全でも大きな被害をもたらす可能性がある。 
③構造物の破壊に至る変状連鎖の第一段階が洗掘による堤体材料の吸出しにある場合

が多いが、海面下に没していることが多く変状を発見しにくい。 
図 1.2に海岸保全施設における LCM導入による維持管理の基本的な考え方を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.2 LCM導入による維持管理 
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1.2 適用の範囲 
 
 
 
【解説】 

(1)本マニュアルは、主として海岸管理者が実施する琉球政府護岸の調査や健全度評価の他、老
朽化対策計画の立案や対策工法等について記述することを原則とする。 

 
(2)本マニュアルは、琉球政府護岸においての堤防と護岸及びその関連施設を対象とし、堤防、
護岸(コンクリート被覆式)の構成部材名称を図 1.3に例示する。また、堤防と護岸の構造形
式は、施設の勾配や使用材料等により多種類にわたることから、代表的な構造形式を付録－

1に示す。 
砂浜については、堤防と護岸の洗掘を防止する機能に着目しており、砂浜に変状が起こっ

た時に堤防と護岸の安全性が損なわれると判断されるものを対象とすることを原則とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3 対象施設概念図 
 
 

本マニュアルは、琉球政府護岸及びその関連施設等に適用する。 

護岸(コンクリート被覆式)の概念図

堤防(コンクリート被覆式)の概念図
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なお、離岸堤、水門及びコンクリート構造以外の堤防と護岸等の老朽化調査は、以下に示

す指針等を参考に適切な維持管理を実施することが望ましい。 
 

①コンクリート構造の場合 
・社団法人土木学会(2007年)；コンクリート標準示方書【維持管理編】 
・社団法人土木学会(2003 年 11 月)；コンクリート標準示方書【維持管理編】に準拠し
た維持管理マニュアル(その 1)および関連資料 

②鋼構造の場合 
・社団法人日本鋼構造協会(2007.8)；土木鋼構造物の調査・診断・対策技術(2007年度改
訂版) 

③共通 
・海岸保全施設技術研究会編(平成 16年 6月)；海岸保全施設の技術上の基準･同解説 
・財団法人沿岸開発技術研究センター(平成 11年 6月)；港湾構造物の維持・補修マニュ
アル 

・国土交通省 国土技術政策総合研究所(平成 19年 3月)；港湾施設の維持管理計画策定
に関する基本的考え方､国土技術政策総合研究所資料 第 376号 
・財団法人沿岸技術研究センター(平成 19年 10月)；港湾の施設の維持管理技術マニュ
アル 

 
また、維持管理マニュアル及び実務版マニュアルがこれらの指針とともに参考にすべき資

料である。 
 

(3)主な海岸保全施設を表 1.1に示す。 
 

表 1.1 海岸保全施設等の主な機能と主な構造物の例 
 主な機能 主な構造物の例 

波浪・高潮対策

施設 

台風や低気圧の来襲時の水位上

昇と高波の越波による浸水から

背後地を守ること。 

堤防、突堤、護岸および胸壁、消波施設(離岸
堤、人工リーフ、消波堤、養浜工など)との複
合施設、高潮防波堤、防潮水門 

津波対策施設 津波の遡上を未然に防ぎ背後地

を浸水から守ること。 
堤防、護岸および胸壁、津波防波堤、防潮水門

漂砂制御施設 漂砂量を制御し、海岸線の侵食

や、土砂の過度の堆積を防ぐこ

と。 

離岸堤、潜堤・人工リーフ、消波堤、突堤、ヘッ

ドランド、養浜工、護岸(緩傾斜護岸、崖侵食
防止のための法面被覆工を含む)、地下水位低
下工法、これらの複合防護工法 

飛砂・飛沫対策

施設 

飛砂・飛沫の発生や背後陸域への

進入を防ぐこと。 
堆砂垣、防風棚、ウインド・スクリーン、静砂

垣、被覆工、植栽、植林 
海岸環境創造

施設 

海岸利用、生態系の保全、水質浄

化、エネルギー利用などの観点で

の海岸環境を保つこと。 

人工海浜、親水護岸、擬岩を用いた崖侵食防止

工、人工干潟、藻場の造成、生態系に配慮した

構造物、曝気機能付き護崖、波力発電施設など

河口処理施設 洪水や高潮に対して、河川の流下

能力と治水安全性が確保される

こと。 

導流堤、暗渠、河口水門、人工開削、堤防の嵩

上げ工、離岸堤、人工リーフ 

附帯設備 周辺の土地や水面の利用に供す

ること。 
水門および樋門、排水機場、陸こう、潮遊び、

昇降路および階段工、えい船道および船揚場、

管理用通路および避難路 

注)「土木学会(2000年版)；海岸施設設計便覧、p7」を参考に作成 
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(4)本マニュアルの構成、記述内容及び文末の表現は、表 1.2を原則とする。 
 

表 1.2 マニュアルの構成及び記述内容 

構成 記述内容 文末の表現 

[枠囲み] 

・「本マニュアル」の枠囲みに示されている[枠囲み] 
・他の基準書(海岸保全施設の技術上の基準･同解説等)な
ど、広く技術的に認知されている事項 
・本マニュアルの作成に当たっての前提条件 
・海岸保全施設の老朽化調査及び老朽化対策計画策定に

おいて遵守すべき事項 

～とする。 
～が必要である。 

[解説] 
・「本マニュアル」における[解説] 
・海岸保全施設の老朽化調査及び老朽化対策計画策定に

おいて遵守すべきことを勧告する事項 

～を原則とする。 
一般に～とする。 
～を標準とする。 
～が望ましい。 

[参考] 
・海岸保全施設の老朽化調査及び老朽化対策計画策定に

関して参考と出来る事項 
・有用な参考事例 

～することができる。 
～してもよい。 
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1.3 用語の定義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本マニュアルでは次のとおり用語を定義する。 

・琉球政府護岸 

基本的には、沖縄が本土復帰を果たした 1972 年(昭和 47 年)以前に整備された海岸護岸

及び堤防であり、整備年度不詳も含む。なお、これ以外の海岸護岸及び堤防は一般護岸及

び堤防とする。 

・老朽化 

部材の経年変化や波力等の影響による損傷や機能低下。 

・老朽化対策 

老朽化により機能が確保されていない施設に対して、管理者が有する情報の整理及び老

朽化調査を行い、老朽化調査の結果に基づいて老朽化対策計画を策定し、老朽化対策計画

に基づいて老朽化対策工事を行うまでの一連の行為である。 

・老朽化調査 

施設の健全度を調査し、対策工事の必要性の有無、その時期及び対策工を把握するため

の調査。なお、老朽化調査は、対象施設の概要の確認と日常の維持管理で行う一次点検、

更なる二次点検(簡易・詳細)から構成される。 

・維持管理 

施設の機能の維持あるいは回復のために行う、調査、健全度評価、予測及び補修工事か

らなる一連の作業の総称。 

・維持管理計画 

琉球政府護岸以外の一般護岸について、必要な性能を維持しつつ LCCの最小化を行なう

ために立案される維持管理の計画。LCCの最小化に有効と判断される場合、更新や改良も

含む。 

・一次点検 

構造全体の変状の有無を把握し、二次点検(簡易)を実施すべき箇所の選別を行う目的で

実施する日常の維持管理的な点検。 

・二次点検(簡易) 

構造物の部位・部材毎に変状の状況を把握し、「健全度評価」を行う目的で実施する簡易

な点検。 

・二次点検(詳細) 

施設の健全度により、必要な「対策の検討」を行う目的で実施する詳細な点検。 

・異常時点検 

自然災害(台風や地震等)により大きな外力を受けた直後に行なう点検。 

・老朽化対策計画 

老朽化調査の結果をもとにした老朽化対策工事の方法、実施スケジュール等を盛り込ん

だ計画で、対策工事の方針・目標及び工法と今後の調査計画等から構成される。 

・老朽化対策工事 

機能が確保されていない施設に対して、機能の回復(補修)のみならず、機能強化を行う 
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もの(改良・更新)であり、設計条件の見直しによる改良、天端の嵩上げや消波機能の追加、

耐震性強化等がある。 

・変状 

施設に生じる不具合の総称。劣化や損傷が顕在化したもの、変位・変形なども含まれる。 

・変状連鎖 

施設に変状が発生し、機能の低下へと変状が進行する過程。変状の進行には、地震等によ

り短期間に変状が生じる突発型と地盤沈下や材料の劣化等により時間の経過とともに徐々

に変状が進行する進行型及びその複合型がある。 

・機能 

目的または要求に応じて構造物が果たすべき役割。 

・機能強化 

施設に新たな機能を付加するまたは機能を拡大する行為。 

・改良工事 

施設の機能強化を図る工事。 

・更新工事 

施設を全面的に造り替える工事。 

・補修工事 

施設の機能の維持あるいは回復のために行う工事で、供用期間の中で反復的に行う軽易な

工事。 

・変状ランク 

二次点検(簡易)において、点検位置毎に確認された変状の程度。部材の機能が著しく低下

している状態から変状が認められない状態までを a(または a+)、b、c、dの 4段階で表記し

たもの。 

・健全度の判定ランク 

施設の各点検位置の変状ランクから評価した施設全体の機能低下の程度。要対策から問題

なしまでを A、B、C、Dの 4段階で表記したもの。 

・ライフサイクルマネジメント(LCM) 

広義の LCMは、ライフサイクルを通して防護性能、利用面や環境面の便益等を考慮しつ

つ費用対効果(B/C)の最大化を図るマネジメントを行う。これは、海岸保全施設においては、

出来る限り防護性能(B)を高め、コスト(LCC)を下げることを意味する。一方、本マニュアル

では便益(B)は一定とし、LCCの最小化に着目する狭義の LCMを採用する。 

・ライフサイクルコスト(LCC) 

構造物の①企画設計段階、②建設段階、③運用管理段階、および④廃棄処分段階における

施設の供用期間に生ずる総費用。 

・予防保全 

施設の機能低下を引き起こさせないことを目的として事前に実施する行為。 

・事後保全(注:JISにおける事後保全の定義とは異なる) 

施設の機能が維持できなくなる前に変状を修復する行為。 

・応急措置 

陥没の復旧等により対応するものの他、対象施設への周辺住民の進入を防ぐための警告標

識や立入禁止柵の設置等の安全対策も含む行為。 
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1.4 老朽化対策 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)老朽化対策のフロー図を次頁の図 1.4に示す。老朽化対策は、管理者が有する情報の整理、
老朽化調査、老朽化対策の検討を行う老朽化対策計画及び老朽化対策工事等の実施を行う行

為を原則とする。 
 
(2)施設概要の整理は、老朽化調査のための事前整理として使用されるとともに、老朽化対策計
画策定(P50参照)及び老朽化調査の際に必要となるため重要である。 

 
(3)老朽化対策工事のうち、改良工事・更新工事を実施した琉球政府護岸は、維持管理マニュア
ルに基づく維持管理計画による維持管理へ移行するものとする。 

 
 

老朽化により機能が確保されていない施設に対して、老朽化調査の結果に基づいて老朽化

対策計画を策定し、老朽化対策計画に基づいて老朽化対策工事を行うまでの一連の行為であ

る。 
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〇 調査結果による施設の健全度の判定 
〇 老朽化対策工事等の必要性の検討 

 
二次点検(詳細) 

(1)対策方針の決定(設計条件の見直しの必要性の検討) (2)対策目標の設定 
(3)対策工法の基本的検討             (4)対策後の調査計画 
(5)その他の事項 

ライフサイクルを通じて維持すべき性能水準の設定 

(1)対象施設の概要 
  ① 海岸保全施設(名称、構造形式、建設年次、位置、平面図、標準断面図等) 
  ② 保全対象地区(保全対象地区の居住地区、人口、及び背後地利用等) 
(2)文献等の整理 
  ① 制度・法律      ② 設計基準      ③ 施設利用の配慮 
  ④ 自然・社会・環境条件 ⑤ 多面的機能(レクリエーション、漁場、背後地の財産等) 
  ⑥ その他(景観等) 

(1)全体計画書      (2)個別海岸計画書 

老朽化対策工事等の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4 老朽化対策フロー図 

一次点検 

施設概要等の整理 

健全度評価 

老朽化対策の検討 

老朽化対策工事等の実施 

老朽化調査の実施 

変状無 
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不要 
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補修 

改良・更新
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【老朽化調査編】 

2 海岸保全施設等の調査 

2.1 点検の種類と目的 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)一次点検は、二次点検(簡易)を実施すべき箇所の選別を行う目的で実施することを原則とす
る。一次点検は効率的に行うことが必要であることから、陸上からの目視調査を標準とする。 
一次点検の実施単位は、構造目地により区切られたスパン毎に行うことが望ましい。ただ

し、天端被覆工と表法被覆工で構造目地が異なる場合には、表法被覆工の構造目地により区

切られた区間を 1スパンとすることができる。 
 

(2)二次点検(簡易)や潜水などの調査(二次点検(詳細))は、構造物の部位・部材の状況を把握し、
健全度評価と必要な対策の検討を行う目的で実施するものであり、目視及び簡易な計測を基

本とし、必要に応じて詳細な計測を行うことが望ましい。二次点検(詳細)により構造物の部
位・部材に発生している変状の状況の詳細な把握を行うことで、変状原因の明確化、構造物

や部位・部材毎の性能に関する評価、補修・補強等の対策検討が可能となる他、蓄積された

実測値に基づいて劣化予測等も可能となる。 
 

(3)健全度評価や対策の検討は、管理する海岸保全施設の変状、変状ランクの判定結果を踏まえ、
変状が対象施設の設置目的と性能の低下に及ぼす影響及び致命的な変状に至る変状の進展

(変状連鎖)等を十分考慮して行うことが望ましい。 
図 2.1 に一次点検から二次点検(簡易)、二次点検(簡易)結果による健全度の判定、二次点
検(詳細)に至る老朽化調査フローを示す。 
一次点検、二次点検(簡易)、健全度評価及び二次点検(詳細)の項目については、それぞれ

第 3章、第 4章、第 5章、第 6章にて詳述する。 
 

(4)水面下や天端被覆工下の空洞等の目視で直接確認できない変状は把握することが困難であ
る。しかし、それらの変状が大規模に進展する前には、変状連鎖の観点から目視で把握でき

る範囲において軽微な変状が生じることから、軽微な変状も見落とさないように調査を実施

することが望ましい。 
 

海岸保全施設等の性能を維持するためには、施設の健全度を評価し適切な対策を講じるこ

とが必要であり、そのためには、変状の有無やその程度を把握する点検が重要である。 
本マニュアルでは、原則として一次点検、二次点検(簡易)、二次点検(簡易)の結果による

健全度評価及び二次点検(詳細)からなるものとする。 
一次点検は、①構造全体の変状の有無を把握し、②二次点検(簡易)を実施すべき箇所の選

別を行う目的で実施するものとする。 
二次点検(簡易)は、①構造物の部位・部材毎に変状の状況を把握し、②健全度評価を行う
目的で実施するものとする。 
健全度評価は、二次点検(簡易)の結果をもとに施設の各調査位置の変状ランクを整理し、
施設全体の機能低下の程度を A、B、C、Dの 4段階で判定を行うものとする。 
二次点検(詳細)は、必要な対策の検討を行う目的で実施するものとする。 
点検の実施にあたっては、過去の点検結果の履歴調査を行い、変状の進展状況を把握する

ものとする。 
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(5)自然災害時等に実施する異常時点検で一次点検と同様の項目の点検を実施した場合は、その
結果を一次点検結果としてよいものとする。 

 
(6)一次点検の結果から、明らかに応急措置が必要と判断される場合は、二次点検(簡易)を実施
する前に速やかに応急措置を実施し、その後二次点検(簡易)を実施するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1 老朽化調査フロー図 
 

※二次点検(詳細)によって変状が認められた場合、老朽化対策計画(第
7章参照)を策定することが望ましい。 

※健全度評価で毎回 Bランクとなる施設については、二次点検(簡易)
で確認される変状の進行が認められない場合は、他の変状の進行を

考慮した上で、二次点検(詳細)の実施の有無を判断してもよい。 
※応急措置は調査ではなく補修工事のひとつであるが、ここでは便宜

的にこのフロー図に示した。 

スタート

点検関連の履歴調査

一次点検の実施

変状の有無

応急措置の必要

二次点検(簡易)の実施

健全度評価

応急措置の実施

BランクAランク Cランク Dランク

二次点検(詳細)の実施

有

無

有

無

1回/1～3年



 - 12 -

表 2.1 調査の概要 
 一次点検 二次点検(簡易) 二次点検(詳細) 

目

的 

二次点検の実施の必要性判

断 
施設健全度の把握 
 

対策工法の検討 
老朽化対策計画策定 

内

容 

陸上からの目視 
 
 

近接目視 
簡易な計測 

近接目視 
詳細な計測 
特殊な計測機器を用いた調

査や潜水調査など 
間

隔 
1回/1～3年注 1) － － 

実

施

時

期 

地域特性を考慮して設定

(冬期波浪後、台風期前後等) 
一次点検の結果より、必

要と判断された場合 
健全度評価でAランクまた
は Bランクとなった場合 

実

施

範

囲 

対象施設の全延長 
 

一次点検で必要と判断さ

れた箇所(代表断面での
実施も可) 

二次点検(簡易)の変状位置
及び現象により判断された

箇所(代表断面での実施も
可) 

注 1)大きな外力を受けた場合に異常時点検を確実に行うことを前提としており、異常時
点検で同様の項目を実施した場合には一次点検を省略することを標準とする。 
但し、過去に異状や補修履歴がある場合は 1回/年とすることが望ましい。 
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2.2 点検位置 
 
 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)対象施設である護岸・堤防における一次点検、二次点検(簡易)及び二次点検(詳細)の点検位
置を表 2.2、図 2.2に示す。 

(2)堤体の変状は、天端被覆工、表法被覆工、裏法被覆工、波返工における沈下・陥没、ひび割
れ等により確認することを原則とする。 

表 2.2 一次点検、二次点検(簡易・詳細)の点検位置 

点検位置 
一次点検 

(対象:○､対象外:－) 
二次点検(簡易) 

(対象:○､対象外:－) 
二次点検(詳細) 

(対象:○､対象外:－) 

波返工 ○ ○ ○ 
天端被覆工 ○ ○ ○ 
表法被覆工 ○ ○ ○ 
裏法被覆工 ○ ○ ○ 
前面海底地盤 － － ○注 1) 
根固工 ○ ○ ○ 
基礎工 － － ○注 2) 
消波工 ○ ○ － 
排水工 ○ ○ － 
砂浜 ○ ○ － 

注 1)消波工、根固工等の一次点検と二次点検(簡易)を参考に対象を選択する。 
注 2)根固工、表法被覆工、天端被覆工等の一次点検と二次点検(簡易)を参考に対象を選択する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2 一次点検、二次点検(簡易)及び二次点検(詳細)の点検位置 

一次点検の点検位置は、陸上から目視可能である波返工(および胸壁の堤体工)、天端被覆
工、排水工、消波工、表法被覆工、裏法被覆工、砂浜、根固工を基本とするものとする。 
二次点検(簡易)及び二次点検(詳細)の調査位置は、一次点検で実施した点検位置に加え、

必要に応じて前面海底地盤、根固工、基礎工等、一次点検で把握できていない箇所について

も実施するものとする。 
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2.3 点検結果の記録 
 
 
 
 
【解説】 

(1)点検の結果は、変状の有無にかかわらず必ず点検シートを作成するが、2回目以降の点検結
果のうち、前回の点検の結果から、変状の進展が確認されない場合には、前回の点検結果を

最新の点検結果の記録として残すことを原則とする。 
 

(2)一次点検と二次点検(簡易)の点検項目は、点検位置と記録の内容が統一されているため、付
録－2、付録－3 に示す点検シートを参考に、統一された点検シートに記録することを原則
とする。二次点検(詳細)の調査項目は、変状の状況に対応して測量、試験等を伴うため、統
一された点検シートとすることは困難であるが、同一箇所においては、可能な限り統一され

た点検シートを活用することが望ましい。 
 

(3)蓄積された点検結果は、今後の老朽化対策計画の策定にあたり有用な基礎資料となる。例え
ば、前回の点検結果との比較により変状の進展を把握することや、過去の変状発生箇所の分

析により変状の発生しやすい箇所を予測すること等が可能となる。また、補修や更新等の対

策を行う場合は、対策後の変状の発生や進行を予測するためにも、対策前の点検データを蓄

積しておくことが望ましい。 
 

(4)点検結果の保管は、省スペース化、データの利用性向上等の観点から電子化し、各事務所の
データベースに保管する。保管方法については付録－4を参照する。 

 

点検の結果は、点検シートに記録するものとする。 
記録した点検シートについては、管理者の定める期間保存するものとする。 
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3 一次点検 

3.1 一次点検の項目 
 
 
 
 
【解説】 

(1)一次点検は、陸上からの目視による変状の把握を原則とする。 
 

(2)護岸・堤防における一次点検項目は、表 3.1に示す項目を標準とする。 
 

(3)一次点検は、目視により変状の有無を把握するため、天端被覆工下の空洞や水中部等、目視
で直接確認できない変状は把握することが困難である。しかし、それらの変状が大規模に進

展する前には、目視で把握できる範囲において軽微な変状が生じることが大半と考えられる

ため、一次点検では軽微な変状も見落とさないよう、注意深く実施することが望ましい。 
 

(4)過去に変状が生じた箇所や対策を実施した箇所については、変状が進行することや再度変状
が発生する可能性が高いと考えられるため、注意深く確認することが望ましい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一次点検では、護岸・堤防の移動、沈下・陥没、ひび割れ、剥離・剥落・欠損等を確認す

るものとする。 
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表 3.1 一次点検項目の一覧 

点検位置 調査項目 確認する事項 
砂浜 侵食・堆積 汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる 

消波工 
移動・散乱 ブロックの移動・散乱がみられる 
ブロック破損 ブロックに破損がみられる 
沈下 沈下がみられる 

根固工 
移動・散乱 移動・散乱がみられる 
沈下 沈下がみられる 
ブロック破損 ブロックに破損がみられる 

表法被覆工 

ひび割れ ひび割れがみられる 
沈下・陥没 沈下・陥没がみられる 
被覆石・間知石の抜け・ずれ 被覆石・間知石の抜け・ずれの有無、相対高さ(     m) 
被覆石・間知石の目地の開き 被覆石・間知石の目地の開きの有無、相対高さ(     m) 
目地部・打継ぎ部の状況 目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる 
漏水の痕跡 漏水の痕跡がみられる 
植生の異常(繁茂等) 植生の異常(繁茂等)がみられる 

剥離・損傷 剥離・剥落・欠損がみられる、 
コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出がみらる 
補修個所の状況 補修個所における変状の有無 

波返工 

ひび割れ ひび割れがみられる 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損がみられる、 
コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる 

本体工との間の隙間 波返工と本体工の間に隙間がみられる 
鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出がみらる 
隣接スパンとの相対的な移動 隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる 
補修個所の状況 補修個所における変状の発生の有無 

天端被覆工 

沈下・陥没 沈下・陥没がみられる 
被覆石・間知石の抜け・ずれ 被覆石・間知石の抜け・ずれの有無 
漏水の痕跡 漏水の痕跡がみられる 
植生の異常(繁茂等) 植生の異常(繁茂等)がみられる 
ひび割れ ひび割れがみられる 
目地部・打継ぎ部の状況 隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる 

剥離・損傷 剥離・剥落・欠損がみられる、 
コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる 

補修個所の状況 補修個所における変状の有無 

裏法被覆工 

ひび割れ ひび割れがみられる 
沈下・陥没 沈下・陥没がみられる 
被覆石・間知石の抜け・ずれ 被覆石・間知石の抜け・ずれの有無 
目地部・打継ぎ部の状況 目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる 
漏水の痕跡 漏水の痕跡がみられる 
植生の異常(繁茂等) 植生の異常(繁茂等)がみられる 

剥離・損傷 剥離・剥落・欠損がみられる、 
コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる 

補修個所の状況 補修個所における変状の発生の有無 

排水工 目地のずれ 高低差、ずれ、目地の開きがみられる 
補修個所の状況 補修個所における変状の発生の有無 

注:相対高さは、護岸最上部からの位置を記入すること。 
注:赤字は、琉球政府護岸の特性を考慮して追加した項目。 
注:陸上からの目視が可能な場合においてのみ実施することを基本とする。 
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3.2 一次点検シートの記入例 
 
 
 
【解説】 

(1)一次点検結果は、変状状況把握のための、最も基本的な資料となる。そのため、調査実施者
以外の管理者が、過去の一次点検結果を確認することで対象施設の状況が十分に把握できる

ように配慮して作成することが望ましい。 
 

(2)定期的な一次点検の実施により、新しい変状の確認を行うことで、二次点検の実施判断とな
るため、点検により確認された変状についてはその位置を点検シートに記録ことを原則とす

る。 
 

(3)点検シートは、構造目地によるスパン毎に作成することを原則とする。ただし、構造目地間
隔が非常に長い場合には 10～20m 程度毎に作成するが、現場の状況によって適宜判断する
ことが望ましい。 

 
(4)対象施設の一次点検シートは、表 3.2～表 3.5に示す記入例を標準とする。また、記入内容
は以下に示す内容を原則とする。 
表 3.2の全体図記入シートには、施設全体の平面図とその断面図を記入することを原則とす
る。なお、全体平面図は、航空写真で代用してもよい。 
表 3.3 の点検結果記入シート(1)には、スパン毎に該当する変状と変状番号を記入すること
を原則とする。 
表 3.4 の点検結果記入シート(2)には、変状位置図として変状位置に変状番号を記入するこ
とを原則とする。 

 
(5)変状が全体にわたり、一枚の写真に記録できない場合には、全ての変状の状況写真を撮影し
なくても、点検シートの写真位置図に変状の範囲を記入し、代表的な状況写真を添付するこ

とで代用してもよい。 
 
 
 

点検シートは、調査時の状況を後々把握できるように配慮して作成するものとする。
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【点検結果記入シート：スパン毎に作成】

注：構造目地毎に1枚

【点検概要記入欄】

点検年月日： 平成  ○年  ○月  ○日 点検時刻： 天候： 晴

海岸名 ○○海岸 地区名 ○○地区 施設名 ○○ 点検者氏名

点検者所属 ○○○○ スパンNo.

【点検結果記入欄】

各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例：■)

点検位置 写真No.

砂浜 侵食・堆積 □

移動・散乱 □

ブロック破損 □

沈下 □

移動・散乱 □

沈下 □

ブロック破損 □

ひび割れ □

沈下・陥没 □

被覆石・間知石の抜け・ずれ □

被覆石・間知石の目地の開き □

目地部・打継ぎ部の状況 □

漏水の痕跡 □

植生の異常(繁茂等) □

剥離・損傷 □

鉄筋の腐食 □

補修個所の状況 □

ひび割れ ■ 57

剥離・剥落・欠損 ■ 58

本体工との間の隙間 □ 波返工と本体工の間に隙間がみられる

鉄筋の腐食 □

隣接スパンとの相対的な移動 □ 隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる

補修個所の状況 □

沈下・陥没 □

被覆石・間知石の抜け・ずれ □

漏水の痕跡 □

植生の異常(繁茂等) □

ひび割れ ■ 59

目地部・打継ぎ部の状況 □

剥離・損傷 □

補修個所の状況 □

ひび割れ □

沈下・陥没 □

被覆石・間知石の抜け・ずれ □

目地部・打継ぎ部の状況 □

漏水の痕跡 □

植生の異常(繁茂等) □

剥離・損傷 □

補修個所の状況 □

目地のずれ □

補修個所の状況 □

注:相対高さは、護岸最上部からの位置を記入すること。

【二次点検予定記入欄】

二次点検実施予定年月日：　　年　　月実施予定

　　目地間隔が長い場合は10～20m毎に1枚

○○○

点検を実施した全範囲 No.○○ ～ No.○○ ○○

変状の有無

錆汁、鉄筋露出がみらる

汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる

消波工

ブロックの移動・散乱がみられる

ブロックに破損がみられる

沈下がみられる

根固工

移動・散乱がみられる

沈下がみられる

ブロックに破損がみられる

被覆石・間知石の抜け・ずれの有無、相対高さ(　　　　　m)

被覆石・間知石の目地の開きの有無、相対高さ(　　　　　m)

目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる

漏水の痕跡がみられる

植生の異常(繁茂等)がみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

補修個所における変状の有無

補修個所における変状の有無

波返工

ひび割れがみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

錆汁、鉄筋露出がみらる

補修個所における変状の発生の有無

表法被覆工

ひび割れがみられる

沈下・陥没がみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

補修個所における変状の発生の有無

天端被覆工

沈下・陥没がみられる

被覆石・間知石の抜け・ずれの有無

漏水の痕跡がみられる

植生の異常(繁茂等)がみられる

ひび割れがみられる

隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

排水工
高低差、ずれ、目地の開きがみられる

補修個所における変状の発生の有無

裏法被覆工

ひび割れがみられる

沈下・陥没がみられる

被覆石・間知石の抜け・ずれの有無

目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる

漏水の痕跡がみられる

植生の異常(繁茂等)がみられる

表 3.3 点検結果記入シート記入例(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当する変状のチェック 

点検年月日、点検場所等基
本的な事項を記入 

変状の写真番号を記入 
(番号は、写真位置図と同じ)

次回の二次点検(簡易)の予
定年月を記入 
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【写真位置図：写真番号の撮影位置を記入】  注：変状の位置に番号を記入し写真を撮る

55 56

表 3.4 点検結果記入シート記入例(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変状の位置に写真番
号を記入 

必要に応じて変状の
範囲を記入 

点検位置のスパン長を記入 

接続するスパンの番
号を記入 

点検位置の規模(長さ)を記入

点検スパンを確認し

やすい写真を添付 
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平成○年度　○回目の点検結果

【変状写真シート：スパン毎に作成】

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

■ 波返工 □ 天端被覆工 ■ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 ■ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( 57 ) 写真No.( 58 ) 写真No.( 59 )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

地区名 ○○地区 施設名 ○○ 点検者名 ○○○

点検者所属 ○○○○ 点検を実施した全範囲 No.○○ ～ No.○○ スパンNo. ○○

海岸名 ○○

損傷状況写真(点検位置にチェックを入れる(例：■)。変状、写真No.、判定結果を(　)に記入する。)

ひび割れ 剥離・剥落・欠損 ひび割れ

表 3.5 変状写真シート記入例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検位置を記入

変状を記入。複数の変状が
ある場合は、複数の変状を
記入 

写真番号を記入 

変状の状況が確認できる写
真を添付。変状が多い場合
は、一枚の写真に複数の変状
を撮影したものでも可 
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3.3 二次点検(簡易)実施箇所の抽出 
 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)一次点検の結果、変状が確認された場合には、その規模を把握するための二次点検(簡易)を
実施することを原則とする。ただし、明らかに利用者の安全性等に影響を与えるような変状

が確認された場合には、二次点検(簡易)を実施する前に、速やかに応急措置を施すことが必
要である。 

 
(2)一次点検の結果から変状が確認された場合には、全ての箇所に対して二次点検(簡易)を実施
することを原則とする。しかし、二次点検(簡易)の対象箇所が非常に多く、全ての箇所に対
して実施が困難と考えられる場合は、同一の断面形状である区間において、最も変状がひど

い箇所を抽出して実施することで、区間での健全度評価とすることができる。 
 

(3)そのまま放置しても性能低下につながらないような変状に関しても、一次点検で発見された
ときは、必ず二次点検(簡易)を実施することを原則とする。ただし、次回の一次点検で進展
が認められなければ以降の二次点検は実施する必要がないものとする。 

 
 
 
 
 

一次点検の結果において変状が確認された場合には、二次点検(簡易)を実施するものとす
る。 
一次点検の結果において明らかに応急措置が必要と判断される変状が確認された場合に

は、速やかに応急措置を施すことが必要である。 
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4 二次点検(簡易) 

4.1 二次点検(簡易)の項目 
 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)二次点検の調査項目は 表 4.1 を基本とし、一次点検で実施した調査項目について、変状の
確認を行うとともに簡易な計測機器等を用いた調査を行い、変状の進行有無、影響範囲等に

ついて把握することを原則とする。ここで、簡易な計測機器等を用いた調査とは、巻尺によ

るひび割れ長さの計測や、ハンマーによるうき・剥離の有無と範囲の計測等を指す。 
 

(2)天端高がスパンにより著しく異なる場合は、異なる護岸断面毎に測定することが望ましい。 
 

(3)琉球政府護岸の場合、天端高が全く不明なものもあることから、簡便な方法の費用対効果が
高いことも多い。 

 

二次点検(簡易)は、一次点検で変状が確認された箇所について、その変状の規模を把握す
るものとする。 
特に、天端高が不明な場合には、調査の費用対効果を考慮して必要な精度で測定すること

が必要である。 
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表 4.1 二次点検(簡易)項目の一覧 
位置 点検項目 方法 変状の計測内容 
砂浜 侵食・堆積 目視 砂浜の浸食、浜崖形成の有無 

消波工 
移動・散乱及び沈下 

目視 
及び 
計測 

ブロックの移動・散乱の範囲、個数 
消波工の天端と波返工等の高低差 

ブロック破損 ひび割れ・損傷の程度、範囲 

根固工 
移動・散乱及び沈下 

目視 
及び 
計測 

ブロックの移動・散乱の範囲、個数 
消波工の天端と波返工等の高低差 

ブロック破損 ひび割れ・損傷の程度、範囲 

表法 
被覆工 

ひび割れ 

目視 
及び 
計測 

ひび割れの長さ、ひび割れ幅 
沈下・陥没 沈下・陥没の範囲 
被覆石・間知石の抜け・ずれ

(水位の影響を受けやすい) 
石材等の抜け・ずれの深さと範囲 

被覆石・間知石の抜け・ずれ

(水位の影響を受け難い) 
石材等の抜け・ずれの深さと範囲 

被覆石・間知石の目地の開き

(水位の影響を受けやすい) 
石材等の目地・隙間の開きの長さ、幅 

被覆石・間知石の目地の開き

(水位の影響を受け難い) 
石材等の目地・隙間の開きの長さ、幅 

目地部、打継ぎ部の状況 目地材の有無、隙間・ずれの幅 
剥離・損傷 剥離・剥落の深さと範囲 
鉄筋の腐食 錆汁の有無と範囲、鉄筋露出の長さ 

波返工 

ひび割れ 
目視 
及び 
計測 

ひび割れの長さ、ひび割れ幅 
剥離・損傷 剥離の範囲、剥落・欠損の深さと範囲 
鉄筋の腐食 錆汁の有無と範囲、鉄筋露出の長さ 
目地の開き相対移動量 隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開き 
本体工との間の隙間 隙間の長さ、開き 

天端 
被覆工 

沈下・陥没 
目視 
及び 
計測 

沈下・陥没の範囲 
被覆石・間知石のずれ 石材等の抜け・ずれの深さと範囲 
ひび割れ ひび割れの長さ、ひび割れ幅 
目地部、打継ぎ部の状況 4隅の隣接スパンとの高低差、ずれ、開き 
剥離・損傷 剥離の範囲、剥落・欠損の深さと範囲 

裏法 
被覆工 

ひび割れ 
目視 
及び 
計測 

ひび割れの長さ、ひび割れ幅 
沈下・陥没 沈下・陥没の範囲 
被覆石・間知石のずれ 石材等の抜け・ずれの深さと範囲 
目地部、打継ぎ部の状況 隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開き 
剥離・損傷 剥離の範囲、剥落・欠損の深さと範囲 

排水工 目地の開き相対移動量 
目視 
及び 
計測 

隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開き 

注 1)砂浜の侵食等が目視により判断しがたい場合は、通年的な観測により判断することが望ましい。 
注 2)琉球政府護岸の場合、施設の基本的な情報が入手できないことが多いため、寸法や天端高を計測

する必要が生じる場合もある。 
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4.2 二次点検シートの記入例 
 
 
 
【解説】 

(1)簡易な計測機器等による二次点検(簡易)の結果は、健全度評価のための、基本的な資料とな
る。そのため、確認された変状についてはその位置や規模等の状況写真を点検シートに記録

することを原則とする。 
 

(2)変状の位置図には、変状の位置に加え、変状の規模(ひび割れ幅や剥離・剥落面積等)を記載
することを原則とする。なお、変状の記載は、図 4.1の凡例に従い行うことを標準とする。 

 
(3)点検シートは、構造目地によるブロック毎に作成することを原則とする。ただし、構造目地
間隔が非常に長い場合には 10～20m 程度毎に作成するが、現場の状況によって適宜判断す
ることが望ましい。 

 
(4)二次点検シートは、表 4.2～表 4.5に示す記入例を標準とする。また、記入内容は以下に示
す内容を原則とする。 
表 4.2の全体図記入シートには、施設全体の平面図とその断面図を記入することを原則とす
る。 
ただし、全体図記入シートは一次点検シートと同一であるため併用してもよい。 
表 4.3 の点検結果記入シート(1)には、スパン毎に該当する調査位置の変状現象の項目に変
状の規模と変状ランクを記入することを原則とする。 
表 4.4 の点検結果記入シート(2)には、写真番号と変状の規模が把握できる寸法を記入する
ことを原則とする。図 4.1の凡例に示す変状の記号と変状の位置が把握できる寸法を記入す
ることを原則とする。 
表 4.5の変状写真シートには、点検位置にチェックを入れ、変状と写真番号を記入し、写真
を貼付することを原則とする。 
なお、過去に変状が生じた箇所は、変状が進行する可能性が高いと考えられるため、経年

的な変状の進行状況等が次回の調査で確認できるように丁寧に記載することが望ましい。 
 
 
 
 

点検シートは、調査時の状況を後々把握できるように配慮して作成するものとする。 
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変状現象 記号 寸法・記事 点検位置 

ひび割れ 

 

長さ(L) 
最大ひび割れ幅(B) 

波返工 
表法被覆工 
天端被覆工 
裏法被覆工 

剥離・損傷 
 

直径(L) 
短径(S) 

波返工 
表法被覆工 
天端被覆工 
裏法被覆工 

鉄筋の腐食 
鉄筋腐食

 

錆汁 

 
長さ(L) 

波返工 
表法被覆工 

目地の開き、 
相対移動量  

ずれ(B) 
段差(H) 
開き(D) 

波返工 
排水工 

本体工との隙間 
 

－ 波返工 

沈下・陥没 
沈下 

 

陥没 

 

直径(L) 
短径(S) 

表法被覆工 
天端被覆工 
裏法被覆工 

被覆石・間知石の 
抜け・ずれ 

 

直径(L) 
短径(S) 

表法被覆工 
天端被覆工 
裏法被覆工 

目地の状況 
 

ずれ(B) 
段差(H) 
開き(D) 

表法被覆工 
天端被覆工 
裏法被覆工 

段差 
 

ずれ(B) 
段差(H) 
開き(D) 

天端被覆工 

浸食・堆積 
浸食 

 

堆積 

 

直径(L) 
短径(S) 

砂浜 

移動・散乱及び沈下 

断面減少 

 

移動・散乱・沈下 

 

直径(L) 
短径(S) 

消波工 

ブロック破損 
破損ブロック 
損

 
個数(n) 消波工 

 
図 4.1 変状の凡例 
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表
 4

.2
 
全
体
図
記
入
シ
ー
ト
記
入
例

 
                             

一
次
点
検
と
同
じ
シ
ー
ト
で
も
可
 

点
検
年
月
、
点
検
場
所
等
基
本
的

な
事
項
を
記
入
 

点
検
箇
所
の
全
体
平
面
図
を
添

付
、
航
空
写
真
で
の
代
用
も
可
 

点
検
箇
所
の
護
岸
名
称
、
構
造
形

式
、
延
長
を
記
入
 

点
検
箇
所
背
後
の
土
地
利
用
状

況
、
変
状
の
概
観
に
つ
い
て
記
入

設
計
天
端
高
、
機
能
上
必
要
な
天

端
高
を
記
入
 

点
検
対
象
護
岸
・
堤
防
の
断
面
図

を
記
入
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【点検結果記入シート：スパン毎に作成】

注：構造目地毎に1枚
　　目地間隔が長い場合は10～20m毎に1枚

【点検概要記入欄】

点検年月日： 平成  21年  2月  13日 点検時刻： 0時00分 天候： 晴

【点検結果記入欄】 各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例：■)

点検位置 変状現象 点検結果
計測寸法

(最大値)
写真No.

a(またはa+) b c d

砂浜 侵食・堆積
広範囲に亘る砂浜の決壊や浜崖

の形成がある。
浜崖形成の兆候がある。 汀線の後退が認められる。 変状なし。

L=

S=

移動・散乱及び沈下
消波工断面がブロック1層分以上

減少している。

消波工断面が減少している(ブ

ロック1層未満)。

消波ブロックの一部が移動、散

乱、沈下している。
変状なし。

L=

S=

ブロック破損 破損ブロックが1/4以上ある。 破損ブロックは1/4未満である。 少数の破損ブロックがある。
小さなひび割れが発生してい

る。
n=

移動・散乱及び沈下

石、ブロックが大規模又は広範

囲に移動、散乱又は沈下してい

る。

石、ブロックが沈下、移動又は

散乱している。

部分的にごく小さな移動(ずれ)

が見られる。
変状なし。

L=

S=

ブロック破損
破損ブロックが多数あり配置の

乱れが生じている。

破損ブロックは多数あるが、配

置の乱れは少ない。

小さなひび割れが発生してい

る。
変状なし。

ひび割れ

部材背面まで達するひび割れ・

亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割

れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程

度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。

L=

B=

沈下・陥没 陥没がある。 沈下による凹部が目立つ。 － 部分的な沈下が見られる。
L=

S=

被覆石・間知石の抜

け・ずれ(水位の影響を

受けやすい）

石積みに亀裂を生じ、その一部

に抜け石等が見られる。
石材等のずれが生じている。 － 変状なし。

L=

S=

被覆石・間知石の抜

け・ずれ(水位の影響を

受け難い)

広範囲で抜け石等が見られる。
石積みに亀裂を生じ、その一部

に抜け石等が見られる。
石材等のずれが生じている。 変状なし。

L=

S=

被覆石・間知石の目地

の開き(水位の影響を受

けやすい)

広範囲で目地に大きな開きがあ

る。もしくは、目地材が剥離し

ている。

目地がふさがれていない。

目地材が剥落している。
目地に僅かな開きが見られる。 変状なし。

L=

B=

被覆石・間知石の目地

の開き(水位の影響を受

け難い)

広範囲で目地に大きな開きがあ

る。もしくは目地材が剥離して

いる。

－
目地がふさがれていない。

目地材が剥落している。

目地に僅かな開きが見られる。

もしくは、変状なし。

L=

B=

目地部、打継ぎ部の状

況

目地部、打継ぎ部より背面土砂

が吸出されている。

変位に伴う目地部、打継ぎ部の

ずれはあるが、吸出しはない。
－

目地部、打継ぎ部にわずかなず

れ、段差、開きがみられる。

B=

H=

D=

剥離・損傷
広範囲に部材の深部まで剥離損

傷が生じている。

表面だけでなく部材の深部まで

剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・

損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ

ている。

L=

S=

鉄筋の腐食

浮き錆が著しく、鉄筋断面積の

有意な減少が全域に亘ってい

る。

浮き錆が多く、鉄筋表面の大部

分あるいは全周に亘る腐食が広

範囲に認められる。

錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲

に認められる。
一部に錆汁、点錆が見られる。 L=

ひび割れ

部材背面まで達するひび割れ・

亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割

れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程

度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。
c

 L=1.3m

B=2mm
38

目地の開き相対移動量 転倒、あるいは欠損がある。

移動に伴う目地の開きが大き

い。目地部より水の浸透があ

る。

目地ずれがあるが、水の浸透は

ない。

目地部にわずかなずれ、段差、

開きが見られる。

B=

H=

D=

本体工との間の隙間

スパン全体にわたって部材背面

まで達する本体工との隙間があ

る。

スパンの一部に部材背面まで達

する本体工との隙間がある。

本体工との隙間があるが、部材

背面までは達していない。
変状なし。

剥離・損傷
広範囲に部材の深部まで剥離損

傷が生じている。

表面だけでなく部材の深部まで

剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・

損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ

ている。
c

 L=0.8m

S=0.07m
39，40

鉄筋の腐食

浮き錆が著しく、鉄筋断面積の

有意な減少が全域に亘ってい

る。

浮き錆が多く、鉄筋表面の大部

分あるいは全周に亘る腐食が広

範囲に認められる。

錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲

に認められる。
一部に錆汁、点錆が見られる。 L=

ひび割れ

部材背面まで達するひび割れ・

亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割

れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程

度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。
c

 L=1.65m

B=2mm
41

沈下・陥没 陥没がある。 沈下による凹部が目立つ。 － 部分的な沈下が見られる。
L=

S=

被覆石・間知石の抜

け・ずれ
広範囲で抜け石等が見られる。

石積みに亀裂を生じ、その一部

に抜け石等が見られる。
石材等のずれが生じている。 変状なし。

目地部、打継ぎ部の状

況

目地部、打継ぎ部のずれが大き

く、堤体土砂の流出が見られ

る。

目地部、打継ぎ部より水の浸透

がある。

目地部、打継ぎ部にずれがある

が、水の浸透はない。

目地部、打継ぎ部にわずかなず

れ、段差、開きがみられる。

B=

H=

D=

剥離・損傷
広範囲に破損、または流出して

いる。

表面だけでなく部材の深部まで

剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・

損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ

ている。

L=

S=

ひび割れ

部材背面まで達するひび割れ・

亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割

れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程

度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。

L=

B=

沈下・陥没 陥没がある。 沈下による凹部が目立つ。 － 部分的な沈下が見られる。
L=

S=

被覆石・間知石の抜

け・ずれ
広範囲で抜け石等が見られる。

石積みに亀裂を生じ、その一部

に抜け石等が見られる。
石材等のずれが生じている。 変状なし。

目地部、打継ぎ部の状

況

目地部、打継ぎ部のずれが大き

く、堤体土砂の流出が見られ

る。

目地部、打継ぎ部より水の浸透

がある。

目地部、打継ぎ部にずれがある

が、水の浸透はない。

目地部、打継ぎ部にわずかなず

れ、段差、開きがみられる。

B=

H=

D=

剥離・損傷
広範囲に損傷、または流出して

いる。

表面だけでなく部材の深部まで

剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・

損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ

ている。

L=

S=

排水工 目地の開き相対移動量 転倒、あるいは欠損がある。

移動に伴う目地の開きが大き

い。天端工との目地部より水の

浸透がある。

目地ずれがあるが、水の浸透は

ない。

目地部にわずかなずれ、段差、

開きが見られる。

B=

H=

D=

海岸名 ○○海岸 地区名 ○○地区 施設名 ○○ 点検者氏名 ○○○

点検者所属： ○○○○ 点検を実施した全範囲 No.○○ ～ No.○○ スパンNo. ○○

波返工

天端被覆工

裏法被覆工

健全度評価結果 C

変状、損傷等のランク

消波工

根固工

表法被覆工

表 4.3 点検結果記入シート記入例(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検年月、点検場所等の基本的な事項を記入 

変状の判定ランクを記入 
変状の規模を記入 

変状の写真番号を記入 

点検位置に該当がない場

合は省略可 
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表 4.4 点検結果記入シート記入例(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

注：変状の位置に番号を記入し写真を撮る

【凡例】

剥離・損傷

最大ひび割れ幅（B）

長さ（L）

長さ（L）

直径（L）

短径（S）

波返工
表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

波返工
表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

波返工
表法被覆工

変状現象 記号 寸法・記事 点検位置

ひび割れ

直径（L）

短径（S）

表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

ブロック破損

直径（L）

短径（S）

個数（ｎ）

消波工

消波工

断面減少

移動･散乱･沈下

破損ブロック

移動・
散乱及び沈下

沈下 陥没

沈下・陥没

鉄筋の腐食
鉄筋腐食 錆汁

目地の開き、
相対移動量

段差（H）
開き（D）

ずれ（B）
波返工
排水工

本体工との隙間 波返工

浸食・堆積
浸食 堆積 直径（L）

短径（S）
砂浜

段差 段差（H）
開き（D）

ずれ（B）
天端被覆工

―

表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

段差（H）
開き（D）

ずれ（B）

表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

直径（L）
短径（S）

被覆石・間知石の
抜け・ずれ

目地の状況

注：変状の位置に番号を記入し写真を撮る

【凡例】

剥離・損傷

最大ひび割れ幅（B）

長さ（L）

長さ（L）

直径（L）

短径（S）

波返工
表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

波返工
表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

波返工
表法被覆工

変状現象 記号 寸法・記事 点検位置

ひび割れ

直径（L）

短径（S）

表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

ブロック破損

直径（L）

短径（S）

個数（ｎ）

消波工

消波工

断面減少

移動･散乱･沈下

破損ブロック

移動・
散乱及び沈下

沈下 陥没

沈下・陥没

鉄筋の腐食
鉄筋腐食 錆汁

目地の開き、
相対移動量

段差（H）
開き（D）

ずれ（B）
波返工
排水工

本体工との隙間 波返工

浸食・堆積
浸食 堆積 直径（L）

短径（S）
砂浜

段差 段差（H）
開き（D）

ずれ（B）
天端被覆工

―

表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

段差（H）
開き（D）

ずれ（B）

表法被覆工
天端被覆工
裏法被覆工

直径（L）
短径（S）

被覆石・間知石の
抜け・ずれ

目地の状況

変状の状況が確認できる写真番号 
変状の規模(ひび割れ幅、剥離範囲等)を記入
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【変状写真シート：スパン毎に作成】

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

■ 波返工 □ 天端被覆工 ■ 波返工 □ 天端被覆工 ■ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( 38 ) 写真No.( 39 ) 写真No.( 40 )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 ■ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( 41 ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

地区名 ○○地区 施設名 ○○ 点検者名 ○○○

点検者所属 ○○○○ 点検を実施した全範囲 No.○○ ～ No.○○ スパンNo. ○○

海岸名 ○○海岸

損傷状況写真(点検位置にチェックを入れる(例：■)。変状、写真No.、判定結果を(　)に記入する。)

ひび割れ 剥離・損傷 剥離・損傷

ひび割れ

表 4.5 変状写真シート記入例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検位置を記入

変状を記入。複数の変状が

ある場合は、複数の変状を

記入 

写真番号を記入

変状の状況が確認できる写真を添

付。変状の規模が分かるよう、メ

ジャー等も一緒に撮影。 

変状が多い場合は、一枚の写真に複

数の変状を撮影したものでも可 
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5 健全度評価 

 
 
 
 
【解説】 
健全度評価は、点検位置毎の変状ランク及び変状の程度により、施設の健全度判定を行うこ

とを原則とする。図 5.1 に健全度評価フロー図を示す。また、変状ランクとは、二次点検(簡
易)において点検位置毎に確認された変状の程度を表すものであり、堤体の部材(一部)の機能が
著しく低下し堤体全体の機能低下が生じる可能性がある状態から変状が認められない状態ま

でをa(またはa+)、b、c、dの 4 段階で表記したものである。点検位置毎の変状ランク及び各変
状ランクにおける部材の状態は、表 5.1～表 5.5及び表 5.6に示すものを標準とする。 

 
健全度の判定ランクとそれに対応する健全度評価の目安、変状の程度及び評価後の検討事項

は、表 5.7に示す内容を標準とする。健全度評価の判定は、表 5.1～表 5.5の各点検位置の変
状ランクの判定結果をもとに、表 5.7により行うことを原則とする。 

 
表 5.1～表 5.5 において、各点検位置の変状がaランクの場合に変状連鎖の進行段階がStepⅢ
(進行した変状)程度と判断される変状をa+ランクとした。StepⅢは進行した変状であり、堤体
全体の機能低下が生じる段階である。これらについては、今後の知見や調査データの蓄積を踏

まえ適宜見直しを図ることが望ましい。 
ここに、変状連鎖とは、変状の発生原因、変状の発生と顕在化、変状の結果生じる影響、そ

して機能の低下へと変状が進行してゆく過程を整理したものであり、変状の進行には、地震等

により短期間に変状が生じる突発型と地盤沈下や材料の劣化等により時間の経過とともに

徐々に変状が進行する進行型及びその複合型がある。変状連鎖については、付録－6にて詳述
する。 

 
一次点検の結果、変状が確認されず二次点検(簡易)を行わなかった場合の健全度は、Dラン
クと評価することを原則とする。一次点検で変状が確認されたものの、新たに確認された変状

がない等の理由で二次点検(簡易)を行う必要がない場合は、前回評価時の健全度とすることが
できる。 

 
健全度評価後の実施事項は、判定ランク毎に以下に示す事項を実施することを標準とする。 

Aランク；老朽化対策計画を策定し、緊急に対策を実施する。 
Bランク；老朽化対策計画を策定し、計画的な対策を実施する。 
Cランク；現状では対策の必要はないが、継続して観察を実施する。 
Dランク；次回調査まで、特になし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.1 健全度評価フロー図 

健全度評価は、二次点検(簡易)結果に加え、対象施設の設置目的と変状が機能の低下に及
ぼす影響等を考慮し、総合的に行うものとする。 
健全度は A、B、C、Dランクにより評価するものとする。 

変状ランクの決定 二次点検(簡易)結果による点検位置毎の変状規模より、表 5.1
～表 5.5をもとに点検位置毎の変状ランク(a(または a+)、b、
c、dランク)を決定する。 

対象施設における点検位置毎の変状ランクを取りまとめる。変状ランクの整理 

対象施設における変状ランク毎の個数より、表 5.7をもとに
施設の健全度(A、B、C、Dランク)を決定する。 

健全度の決定 
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表 5.1 調査位置毎の変状ランク(波返工) 

調査項目 
調査 

方法 
変状 

変状の 

ランク 
確認される変状の程度 

ひび割れ 

目視

及び 

計測 

ひび割れの

長さ、ひび

割れの幅注 1) 

a+ 部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(5mm相当)。 

b 複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。

c 1方向に幅数 mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。

d 1mm以下のひび割れが生じている。もしくは変状なし。 

剥 離 ・ 剥

落・欠損 

剥 離 の 範

囲、剥落・

欠損の深さ

と範囲注 2) 

a+ 広範囲(10%以上)注 4)に部材の深部まで剥離・損傷が生じている。 

b 表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。 

c 
広範囲(10%以上)注 4)であるが、剥離・損傷の発生が部材の表面で留まっ

ている。 

d ごく小規模の剥離・損傷が生じている。もしくは、変状なし。 

鉄 筋 の 腐

食 

錆汁の有無

と範囲 

鉄筋露出の

長さ 

a 浮き錆が著しく、鉄筋断面積の有意な減少が全域に亘っている。 

b 
浮き錆が多く、鉄筋表面の大部分あるいは全周に亘る腐食が広範囲に認

められる。 

c 錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲に認められる。 

d 一部に錆汁、点錆がみられる。もしくは、変状なし。 

目 地 の 開

き、相対移

動量 

計測 

隣接スパン

と の 高 低

差、ずれ、

目地の開き

注 3) 

a+ 転倒あるいは欠損がある。 

b 移動に伴う目地の開きが大きく、目地より水の浸透がある。 

c 目地ずれがあるが、水の浸透はない。 

d 目地部にわずかなずれ、段差、開きがみられる。もしくは、変状なし。

本 体 工 と

の 間 の 隙

間 

目視 

隙間の有無

と そ の 範

囲・深さ 

a+ スパン全体にわたって部材背面まで達する本体工との隙間がある。 

b スパンの一部に部材背面まで達する本体工との隙間がある。 

c 本体工との隙間があるが、部材背面まで達してない。 

d 変状なし。 

 
注 1)；ひび割れの変状ランク b,cランクは、追跡

調査により変状の進行を把握できるように、

ひび割れ幅の数値を b ランクの場合 3～

5mm、cランクの場合 1～3mmとすることが

できる。 

注 2)；剥離・剥落・欠損の深部とは、鉄筋コンク

リートの鉄筋の腐食に影響があるかぶりま

でとすることができる。 

注 3)；目地部、打継ぎ部からの水の浸透を適切に

把握するために、降雨後に調査を行うこと

が望ましい。 

注 4)；出典：国有港湾施設の調査診断に係る実施

要領(暫定版)、平成 16年 12月、港湾局 

 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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表 5.2 調査位置毎の変状ランク(天端被覆工) 

調査項目 
調査 

方法 
変状 

変状の

ランク
確認される変状の程度 

沈下・陥没 

目視

及び 

計測 

沈下・陥没

の深さと 

範囲 

 

a+ 
陥没(落ち込んで穴があくこと)がある。または、沈下による3cm以

上注4)の沈下(段差)がある。 

b 沈下による凹部が目立つ。 
c － 
d 部分的な沈下が見られる。もしくは変状なし。 

ひび割れ 
ひび割れの

長さ、ひび

割れの幅注 1) 

a+ 部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(5mm相当)。 

b 
複数方向に幅数 mm程度のひび割れがあるが、背面までは達して

いない。 

c 
1 方向に幅数 mm 程度のひび割れがあるが、背面までは達してい

ない。 
d 1mm以下のひび割れが生じている。もしくは変状なし。 

目地部、打

継 ぎ 部 の

状況 

四隅の隣接

スパンとの

高低差、ず

れ、開き注 3)) 

a+ 目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出が見られる。

b 目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。 
c 目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。 

d 
目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られる。もし

くは、変状なし。 

剥離・損傷 
剥離・剥落

の深さと 

範囲注 2) 

a+ 広範囲(10%以上)注 4)に破損または流出している。 
b 表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。 
c 広範囲(10%以上)注 4)であっても表面の剥離・損傷が生じている。

d ごく小規模の剥離・損傷が生じている。もしくは、変状なし。 

被覆石・間

知 石 の 抜

け・ずれ 

目視 
石 材 の 抜

け・ずれ 

a 広範囲(10%以上)で抜け石等が見られる。 

b 石積みに亀裂を生じ、その一部に抜け石等が見られる。 

c 石材等がずれている。 

d 変状なし。 

 
 

注 1)；ひび割れの変状ランク b、c ランクは、追

跡調査により変状の進行を把握できるよう

に、ひび割れ幅の数値を b ランクの場合 3

～5mm、cランクの場合 1～3mmとすること

ができる。 

注 2)；剥離・剥落・欠損の深部とは、鉄筋コンク

リートの鉄筋の腐食に影響があるかぶりま

でとすることができる。 

注 3)；目地部、打継ぎ部からの水の浸透を適切に

把握するために、降雨後に調査を行うこと

が望ましい。 

注 4)；出典：国有港湾施設の調査診断に係る実施

要領(暫定版)、平成 16年 12月、港湾局 

 
 
 
 

護岸 

堤防 
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表 5.3 調査位置毎の変状ランク(表法被覆工) 

調査項目 
調査 
方法 

変状 
変状の 
ランク 

確認される変状の程度 

ひび割れ 

目視

及び 
計測 

ひび割れの

長さ、ひび割

れの幅注1) 

a+ 部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(5mm相当)。 
b 複数方向に幅数 mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。
c 1方向に幅数 mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。
d 1mm以下のひび割れが生じている。もしくは変状なし。 

沈下・陥没 
沈下・陥没の

深さと 
範囲 

a+ 
陥没(落ち込んで穴があくこと)がある。または、沈下による3cm以上注3)

の沈下(段差)がある。 
b 沈下による凹部が目立つ。 
c － 
d 部分的な沈下が見られる。もしくは変状なし。 

目地部、 
打継ぎ部 
の状況 

目地材の有

無、隙間・ず

れの幅 

a+ 目地部、打継ぎ部より背面土砂が吸出されている。 
b 変位に伴う目地部、打継ぎ部のずれはあるが、吸出しはない。 
c － 

d 目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られる。もしくは、

変状なし。 

剥離・損傷 
剥離・剥落の

深さと 
範囲注 2) 

a+ 広範囲(10%以上)注 3)に部材の深部まで剥離・損傷が生じている。 
b 表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。 
c 広範囲(10%以上)注 3)であっても表面の剥離・損傷が生じている。 
d ごく小規模の剥離・損傷が生じている。もしくは、変状なし。 

鉄筋の腐食 
錆汁の有無

と範囲、鉄筋

露出の長さ 

a 浮き錆が著しく、鉄筋断面積の有意な減少が全域に亘っている。 

b 浮き錆が多く、鉄筋表面の大部分あるいは全周に亘る腐食が広範囲に認

められる。 
c 錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲に認められる。 
d 一部に錆汁、点錆がみられる。もしくは、変状なし。 

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

(水位の影響を
受けやすい：

H.W.L未満の
場合) 

目視 
被覆石・間知

石の抜け・ず

れ 

a+ 石積みに亀裂を生じ、その一部に抜け石等が見られる。 

b 石材等のずれが生じている。 

c － 

d 変状なし。 

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

(水位の影響を
受け難い：

H.W.L以上の
場合) 

目視 
被覆石・間知

石の抜け・ず

れ 

a 広範囲(10%以上)で抜け石等が見られる。 

b 石積みに亀裂を生じ、その一部に抜け石等が見られる。 

c 石材等のずれが生じている。 

d 変状なし。 

被覆石・間知石

の目地の開き

(水位の影響を
受けやすい：

H.W.L未満の
場合) 

目視 
被覆石・間知

石の目地の

開き 

a 広範囲(10%以上)で目地に大きな開きがある。もしくは、目地材が剥離し
ている。 

b 目地に大きな開きがある。目地材が剥落している。 

c 目地に僅かな開きが見られる。 

d 変状なし。 

被覆石・間知石

の目地の開き

(水位の影響を
受け難い：

H.W.L以上の
場合) 

目視 
被覆石・間知

石の目地の

開き 

a 広範囲(10%以上)で目地に大きな開きがある。もしくは目地材が剥離して
いる。 

b － 

c 目地に大きな開きがある。目地材が剥落している。 

d 目地に僅かな開きが見られる。もしくは、変状なし。 
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注 1)；ひび割れの変状ランク b、c ランクは、追

跡調査により変状の進行を把握できるよう

に、ひび割れ幅の数値を b ランクの場合 3

～5mm、cランクの場合 1～3mmとすること

ができる。 

注 2)；剥離・剥落・欠損の深部とは、鉄筋コンク

リートの鉄筋の腐食に影響があるかぶりま

でとすることができる。 

注 3)；出典：国有港湾施設の調査診断に係る実施

要領(暫定版)、平成 16年 12月、港湾局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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表 5.4 調査位置毎の変状ランク(裏法被覆工) 

調査項目 調査方法 変状 
変状の

ランク
確認される変状の程度 

ひび割れ 

目視及び 

計測 

ひび割れの

長さ、ひび割

れの幅注 1) 

a+ 部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(5mm相当)。

b 
複数方向に幅数 mm程度のひび割れがあるが、背面までは達し

ていない。 

c 
1方向に幅数 mm程度のひび割れがあるが、背面までは達して

いない。 

d 1mm以下のひび割れが生じている。もしくは変状なし。 

沈下・陥没 
沈下・陥没の

深さと範囲 

a+ 
陥没(落ち込んで穴があくこと)がある。または、沈下による 3cm

以上注 4)の沈下(段差)がある。 

b 沈下による凹部が目立つ。 

c － 

d 部分的な沈下が見られる。 

目地部、 

打継ぎ部 

の状況 

目地材の有

無、隙間・ず

れの幅注 3) 

a+ 目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出が見られる。

b 目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。 

c 目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。 

d 
目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られる。も

しくは、変状なし。 

剥離・損傷 

剥離・剥落の

深さと範囲 
注 2) 

a+ 広範囲(10%以上)注 4)に破損または流出している。 

b 表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。 

c 
広範囲(10%以上)注 4)であっても表面の剥離・損傷が生じてい

る。 

d ごく小規模の剥離・損傷が生じている。もしくは、変状なし。

被覆石・間

知石の抜

け・ずれ 

目視 

被覆石・間知

石の抜け・ず

れ 

a 広範囲(10%以上)で抜け石等が見られる。 

b 石積みに亀裂を生じ、その一部に抜け石等が見られる。 

c 石材等のずれが生じている。 

d 変状なし。 

 
 

注 1)；ひび割れの変状ランク b、c ランクは、追

跡調査により変状の進行を把握できるよう

に、ひび割れ幅の数値を b ランクの場合 3

～5mm、cランクの場合 1～3mmとすること

ができる。 

注 2)；剥離・剥落・欠損の深部とは、鉄筋コンク

リートの鉄筋の腐食に影響があるかぶりま

でとすることができる。 

注 3)；目地部、打継ぎ部からの水の浸透を適切に

把握するために、降雨後に調査を行うこと

が望ましい。 

注 4)；出典：国有港湾施設の調査診断に係る実施

要領(暫定版)、平成 16年 12月、港湾局 

 
 
 

護岸 

堤防 
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表 5.5 調査位置毎の変状ランク 

調査位置 調査項目 
調査方

法 
変状 

変状の

ランク
確認される変状の程度 

消波工 

移動・散乱

及び沈下 

目視 

ブロックの

移動・散乱の

範囲 

a+ 消波工断面がブロック 1層分以上減少している。 
b 消波工断面が減少している。(ブロック 1層未満) 
c 消波ブロックの一部が移動、散乱、沈下している。 
d 変状なし。 

ブロック

破損 

ひび割れ・損

傷の程度、範

囲 

a 破損ブロックが 1/4以上ある。 
b 破損ブロックは 1/4未満である。 
c 少数の破損ブロックがある。 
d 小さなひび割れが発生している。もしくは、変状なし。 

排水工 
目地の開

き、相対移

動量 

目視 
及び 
計測 

隣接スパン

との高低差、

ずれ、目地の

開き注 1) 

a 転倒あるいは欠損がある。 
b 移動に伴う目地の開きが大きい。天端工との目地部より水の浸透

がある。 
c 目地ずれがあるが、水の浸透はない。 
d 目地部にわずかなずれ、段差、開きが見られる。もしくは、変状

なし。 

砂浜 侵食・堆積 目視 
砂浜の侵食、

浜崖形成の

有無 

a+ 広範囲に亘る砂浜の決壊や浜崖の形成がある。 
b 浜崖形成の兆候がある。 
c 汀線の後退が認められる。 
d 変状なし。 

前面海底 
地盤 

洗掘 目視  

a 広範囲で浸食があり、かつ捨石マウンドの法尻前面で深さ 1m 以
上の洗掘がある。洗掘に伴うマウンド等への影響が見られる。 

b 広範囲で浸食があり、かつ捨石マウンドの法尻前面で深さ 0.5m
以上 1m未満の洗掘がある。 

c 深さ 0.5m未満の洗掘がある。 
d 変状なし。 

吸出し 
(根固部) 

目視  

a 土砂が流出している。 
b 土砂流出の兆候が見られる。 
c － 
d 変状なし。 

根固工 

移動・散乱

及び沈下 
目視  

a 石、ブロックが大規模又は広範囲に移動、散乱又は沈下している。

b 石、ブロックが移動、散乱又は沈下している。 
c 部分的にごく小さな移動(ずれ)が見られる。 
d 変状なし。 

ブロック 
破損 

目視  

a 破損ブロックが多数有り配置の乱れが生じている。 
b 破損ブロックは多数有るが、配置の乱れは少ない。 
c 小さなひび割れが発生しているブロックがある。 
d 変状なし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1)；目地部、打継ぎ部からの水の浸透を適切に把握するために、降雨後に調査を行うことが望ましい。 

護岸 堤防 
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表 5.6 各変状ランクにおける部材の状態 

変状ランク 部材の状態 

aまたは a+ 部材の機能が著しく低下している状態 

b 部材の機能が低下している状態 

c 部材の機能低下はないが、変状が発生している状態 

d ほぼ変状が認められない状態 

 
 
 

表 5.7 健全度の判定ランク 
健全度の 
判定ランク 

健全度評価の目安 変状の程度 評価後の検討事項 

Aランク 

表 5.1～表 5.5で a+ランク
と評価された変状現象が

一つ以上の場合。 

施設の主要部に大きな変

状が発生しており、施設

の機能低下が生じてい

る。 

緊急に老朽化対策工事の

実施を検討することを原

則とする。 

Bランク 

表 5.1～表 5.5で aランク
の変状が一つ以上の場

合。もしくは、8割以上の
b ランクの変状が生じて
いる場合。 

施設の主要部に変状が発

生しており、施設の機能

低下や変状連鎖の進行が

懸念される。 

緊急に老朽化対策工事の

実施を検討することを原

則とする。 
計画的な老朽化対策工事

の実施を検討することを

原則とする。 

Cランク 

A、B、Dランク以外と評
価される場合。 

施設の主要部以外の部分

や附帯施設に変状が発生

しているが、施設の機能

低下には至っていない。

現状では老朽化対策工事

の必要はないが、継続し

て観察の実施を検討する

ことを原則とする。 

Dランク 
全ての調査位置の変状現

象が d ランクと評価され
た場合。 

軽微な変状が発生してい

るが、施設の機能低下に

は当面至らない。 

次回調査まで、特になし。
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6 二次点検(詳細) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)二次点検(詳細)は、施設の健全度の判定ランクが A ランクまたは B ランクの施設について
実施する点検である。その点検位置と点検項目は、健全度の判定ランク及び二次点検(簡易)
で確認された変状位置と変状現象により設定することを原則とする。 
表 6.1及び図 6.1は、二次点検(簡易)において確認された変状位置及び変状現象に対応する
二次点検(詳細)で実施する点検項目を示すものであり、表 6.2～表 6.7は二次点検(簡易)の変
状位置毎に点検項目を整理したものである。 

 
(2)二次点検(詳細)で実施する点検項目は、二次点検(簡易)で把握された変状から想定されるそ
の他の点検位置における変状の把握を標準とする。例えば、波返工における隣接スパンとの

相対移動は、前面海底地盤の洗掘、侵食や基礎工、根固工の変状等を原因として発生してい

ると想定されるため、潜水調査によりその変状の有無の確認を実施することが望ましい。ま

た、波返工における隣接スパンとの相対移動は、堤体土砂の吸出しも進行していることが想

定されるため、レーダー探査等による吸出し・空洞化の有無の確認を実施することが望まし

い。 
 
(3)健全度の判定ランクが Bランクであっても、二次点検(詳細)の結果により大規模な空洞やコ
ンクリート強度が設計基準強度未満であることが確認された場合は、施設の健全度判定ラン

クを A ランクとし、周辺利用状況、背後の財産、管理者の財政状況等を考慮して、老朽化
対策工事の実施時期を検討することが望ましい。 

 
(4)二次点検(簡易)で実施する点検項目では、変状の規模は把握できるものの、対策工法を検討
するために必要となる変状原因の特定は行えない。そのため、変状原因の特定に必要となる

コンクリート強度試験、中性化試験、塩分含有量試験等の二次点検(詳細)を行い、対策工法
の検討に活用することが望ましい。 

 
(5)アルカリ骨材反応や凍害については、劣化の程度によって点検手法等が異なる。そのため、
対象施設における変状が、アルカリ骨材反応や凍害であると判断される場合には、別途「土

木学会；コンクリート標準示方書【維持管理編】2007 年制定」に準拠して調査や評価を実
施することが望ましい。 

 
(6)二次点検(詳細)のうち、中性化と塩害は鉄筋腐食を引き起こした場合に有害となるため、無
筋構造物の場合には、中性化試験、塩分含有量試験を実施しなくてよいことを標準とする。 

 
(7)二次点検(詳細)で実施する各調査の概要は、以下に示すものを標準とする。 

 

二次点検(詳細)は、二次点検(簡易)項目の変状の規模を把握することに加え、その変状か
ら想定されるその他の位置における変状を確認するために、より詳細な変状状況を点検する

ものである。 
なお、二次点検(詳細)は、施設の健全度の判定ランクが Aランクまたは Bランクの施設に

ついて、老朽化対策の検討を行うために実施する必要がある。 
琉球政府護岸は、材料の不均質性等があることを考慮してサンプル数を決定することが必

要である。 
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①測量 
防護高さを確認するための測量は、水準測量による波返工の高さ等の確認とする。 

 
②はつり試験 
内部鉄筋の腐食状況は、コンクリートをはつり、鉄筋を露出させて調査する方法とする。 
コンクリートをはつり取り、鉄筋を露出させた後、露出した鉄筋の位置、本数、長さ、か

ぶり厚さをコンベックス、巻尺、測量用ポールなどを用いて測定する。鉄筋の腐食状態を目

視で確認し、腐食の状態を記録するとともにテストハンマーなどで鉄筋表面の錆を落として

鉄筋径をノギスなどで測定する。 
 

③圧縮強度試験 
圧縮強度試験は、構造物からコア採取した試料を用いて圧縮強度試験を行うものと、非破

壊試験方法としてシュミットハンマーやテストハンマーなどを用いて直接コンクリートの

圧縮強度を測定する方法がある。ただし、非破壊試験方法は、表面処理が行われていないと

適正な強度が出ないため、事前に処理が必要である。 
 

④中性化深さ 
中性化は、コンクリート面にフェノールフタレインの 1%エチルアルコール溶液を噴霧し
て赤紫色に変色しない部分を中性化の領域としてその深さをコンクリート表面から測定す

るものである。測定は、コンクリートをはつり出した部分あるいは採取した試料を割裂し、

その割裂面に試液を噴霧して測定するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンクリート中の pHの概念図 
 

フェノールフタレイン液による 

無着色領域 着色領域 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面 

アルカリ性が低下し始める位置
pH 

約 10mm 

CaCO3 Ca(OH)2+CaCO3 Ca(OH)2 
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⑤塩分含有量試験 
採取した試料を深さ方向に切断したものやはつりを行った箇所のコンクリート片などを

試料として化学分析を行い、含有塩化物イオン量を測定するものである。測定方法は、「硬

化コンクリート中に含まれる塩分の分析方法」(JCI-SC4)などにより行う。また、精度は低く
なるが、簡易な方法としてフレッシュコンクリートの塩化物イオン量を測定する試薬を用い

て測定する方法がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

塩分含有量試験概念図 
 
 

⑥レーダー探査 
レーダーの原理を地中に適応した手法であり、地中に電磁波を放射し、地層境界面からの

反射波を検出し地中の状態を調査するものである。電磁波は数百MHz～数 GHzの高い周波
数を用いる。レーダーは地中の探査に多様な適用性はあるが、電磁波の地中での減衰が大き

い。このため、天端被覆工のように地表面がコンクリートで覆われている場合、電磁波が減

衰して調査可能な最大コンクリート厚さは 30～40cmである。 
 

 
レーダー探査概念図 

 

2cm間隔で 5分割(10cm) 

2cm

平滑な面が表面 
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⑦削孔による計測 
地表部からの削孔時におけるのみ下がり(削孔速度)、あるいは削孔抵抗(回転負荷)等に

よって地山性状(硬軟)を直接的に評価する。また、削孔機に各種センサ等計測システムを接
続することによって、自動計測・定量評価が可能。コアサンプリング、ボアホールカメラに

よる目視観察も有効。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削孔による計測概念図 
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表 6.1 二次点検(簡易)における変状位置毎の二次点検(詳細)調査項目表対応表 

二次点検(簡易)で確認された変状位置 表番号 

波返工 表 6.2 
天端被覆工 表 6.3 
表法被覆工 表 6.4 
裏法被覆工 表 6.5 
排水工 表 6.6 
消波工 表 6.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.1 二次点検(簡易)における変状位置毎の二次点検(詳細)項目表対応図 
 
 
 
 

表 6.2 
表 6.3 

表 6.5 

表 6.6 

表-6.7 

表 6.4 

表 6.2 

表 6.3 

表 6.6 

表-6.7 

表 6.4 

護岸の概念図 

堤防の概念図 
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表 6.2 二次点検(詳細)で実施する点検項目(1) 
健全度 

ランク 

二次点検(簡易)の変状 二次点検(詳細)の調査項目 対策工

法の例位置 現象 調査位置 着眼点 調査項目 調査方法 

A注1) 

波 

 

返 

 

工 

目地の開き、 

相対移動量 

天端被覆工 

表法被覆工 

裏法被覆工 

1) 

空洞の有無、範囲、 

深さの把握 

吸出し・ 

空洞化 

レーダー探査 

もしくは 

削孔による計測

表7.2 

4) 

波返工 

2) 
防護高さ、余裕高さの確保 防護高さ 測量 

表7.1 

1) 

ひび割れ 
波返工 

3) 

鉄筋の腐食程度、 

腐食範囲の確認 

鉄筋の腐食 
注4) はつり試験 

表7.1 

2) 
剥離･剥落・欠損

鉄筋の腐食 

B注2) 

ひび割れ 
波返工 

4) 

コンクリート強度の把握 
コンクリート

の劣化注5) 

圧縮強度試験 
表7.1 

3) 
剥離･剥落・欠損 コンクリートの中性化深さ 中性化試験 

鉄筋の腐食 コンクリートの塩分含有量 塩分含有量試験

目地の開き、 

相対移動量 

前面海底 

地 盤 

5) 

海底地盤の洗掘、侵食状況の

把握 
洗掘 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原則

とする。) 

表7.3 

7) 

吸出しによる根固部の沈下

状況の把握 
吸出し 

表7.3 

8) 

根固工 

(基礎工) 
注3) 

6) 

移動･散乱･沈下の範囲の 

把握 

移動･散乱･ 

沈下 

表7.3 

9) 

ブロックの破損による 

配列状況の把握 
ブロック破損 

表7.3 

10) 

ひび割れ幅、範囲の把握 ひび割れ 
表7.3 

11) 
剥離・損傷深さ、範囲の 

把握 
剥離･破損 

表7.3 

12) 

目地のずれ幅の把握 目地ずれ 
表7.3 

13) 
注:対策工法の例は、P55～P57における表 7.1～表 7.3の二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法に該当する。 

 
注 1)健全度 Aランクは、主要な変状連鎖の進展段階 StepⅢ※：

進行した変状程度以上の状態である。 

注 2)健全度 B ランクは、施設の主要部に変状が発生しており、

施設の機能低下や変状連鎖の進行が懸念される状態である。 

注 3)基礎工の調査は、根固工がない場合、もしくは基礎工が露

出している場合について実施することを原則とする。 

注 4)鉄筋の腐食の調査は、鉄筋コンクリートの場合のみ実施す

ることを原則とする。 

注 5)コンクリートの中性化、塩分含有量試験は、鉄筋コンクリー

トの場合のみ実施することを原則とする。 

※)変状連鎖の進展段階については、付録-6に示す。 

 

 

護岸 

堤防 
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表 6.3 二次点検(詳細)で実施する点検項目(2) 
健全度 

ランク 

二次点検(簡易)の変状 二次点検(詳細)の調査項目 対策工法 

の例 位置 現象 調査位置 着眼点 調査項目 調査方法 

A注1) 

天 

 

端 

 

被 

 

覆 

 

工 

沈下・陥没 
天端被覆工

表法被覆工

裏法被覆工

1) 

空洞の有無、範囲、深

さの把握 

吸出し・ 

空洞化 

レーダー探査 

もしくは 

削孔による計測 

表 7.2 

4) 

ひび割れ 

目地部、 

打継ぎ部の状況 

剥離・損傷 

B注2) 

沈下・陥没 前面海底 

地  盤 

5) 

海底地盤の洗掘、侵食

状況の把握 
洗掘 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原則

とする。) 

表 7.3 

7) 

石材の抜け・ずれ 
吸出しによる根固部の

沈下状況の把握 
吸出し 

表 7.3 

8) 

ひび割れ 

根固工 

(基礎工) 
注3) 

6) 

移動･散乱･沈下の範囲

の把握 

移動･散乱･

沈下 

表 7.3 

9) 

目地部、 

打継ぎ部の状況 

ブロックの破損による

配列状況の把握 

ブロック 

破損 

表 7.3 

10) 

ひび割れ幅、範囲の把

握 
ひび割れ 

表 7.3 

11) 

剥離・損傷 

剥離・損傷深さ、範囲

の把握 
剥離･破損 

表 7.3 

12) 

目地のずれ幅の把握 目地ずれ 
表 7.3 

13) 
注:対策工法の例は、P55～P57における表 7.1～表 7.3の二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法に該当する。 

 
 

注 1)健全度 Aランクは、主要な変状連鎖の進展段階 Step

Ⅲ※：進行した変状程度以上の状態である。 

注 2)健全度 Bランクは、施設の主要部に変状が発生して

おり、施設の機能低下や変状連鎖の進行が懸念される

状態である。 

注 3)基礎工の調査は、根固工がない場合、もしくは基礎

工が露出している場合について実施することを原則

とする。 

※)変状連鎖の進展段階については、付録-6に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸

堤防 
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表 6.4 二次点検(詳細)で実施する点検項目(3) 
健全度 

ランク 

二次点検(簡易)の変状 二次点検(詳細)の調査項目 対策工法

の例 位置 現象 調査位置 着眼点 調査項目 調査方法 

A注1) 

表 

 

法 

 

被 

 

覆 

 

工 

沈下・陥没 
天端被覆工 

表法被覆工 

裏法被覆工 

1) 

空洞の有無、範囲、深さの把

握 

吸出し・ 

空洞化 

レーダー探査 

もしくは 

削孔による計測

表 7.2 

4) 

被覆石・間知石の

抜け・ずれ 

目地部、 

打継ぎ部の状況 

ひび割れ 
表法被覆工 

7) 

鉄筋の腐食程度、腐食範囲の

確認 

鉄筋の腐食 
注4) 

はつり試験 
表 7.2 

5) 
剥離･損傷 

鉄筋の腐食 

B注2) 

ひび割れ 

表法被覆工 

8) 

コンクリート強度の把握 

コンクリートの中性化深さ 

コンクリートの塩分含有量 

コンクリー

トの劣化注5) 

圧縮強度試験 

表 7.2 

6) 

剥離･損傷 中性化試験 

鉄筋の腐食 
塩分含有量 

試験 

沈下・陥没 前面海底 

地  盤 

5) 

海底地盤の洗掘、侵食状況の

把握 
洗掘 

目視調査 

(水中部は潜水目

視調査を原則と

する。) 

表 7.2 

7) 

被覆石・間知石の

抜け・ずれ 

吸出しによる根固部の沈下

状況の把握 
吸出し 

表 7.3 

8) 

根固工 

(基礎工) 
注3) 

6) 

移動･散乱･沈下の範囲の 

把握 

移動･散乱･

沈下 

表 7.3 

9) 

ブロックの破損による 

配列状況の把握 

ブロック破

損 

表 7.3 

10) 

目地部、 

打継ぎ部の状況 

ひび割れ幅、範囲の把握 

 
ひび割れ 

表 7.3 

11) 

被覆石・間知石の

目地の開き 

剥離・損傷深さ、範囲の 

把握 
剥離･破損 

表 7.3 

12) 

目地のずれ幅の把握 目地ずれ 
表 7.3 

13) 

注:対策工法の例は、P55～P57における表 7.1～表 7.3の二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法に該当する。 

 
注 1)健全度 Aランクは、主要な変状連鎖の進展段階 StepⅢ※：

進行した変状程度以上の状態である。 

注 2)健全度Bランクは、施設の主要部に変状が発生しており、

施設の機能低下や変状連鎖の進行が懸念される状態であ

る。 

注 3)基礎工の調査は、根固工がない場合、もしくは基礎工が

露出している場合について実施することを原則とする。 

注 4)鉄筋の腐食の調査は、鉄筋コンクリートの場合のみ実施

することを原則とする。 

注 5)コンクリートの中性化、塩分含有量試験は、鉄筋コンク

リートの場合のみ実施することを原則とする。 

※)変状連鎖の進展段階については、付録-6に示す。 

 

 

護岸 

堤防
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表 6.5 二次点検(詳細)で実施する点検項目(4) 
健全度 

ランク 

二次点検(簡易)の変状 二次点検(詳細)の調査項目 対策工法

の例 位置 現象 調査位置 着眼点 調査項目 調査方法 

A注1) 

裏 

 

法 

 

被 

 

覆 

 

工 

沈下・陥没 天端被覆工

表法被覆工

裏法被覆工

1) 

空洞の有無、範囲、深さ

の把握 吸出し・ 

空洞化 

レーダー探査 

もしくは 

削孔による計測

表7.2 

4) 
目地部、 

打継ぎ部の状況 

B注2) 

被覆石・間知石の

抜け・ずれ 
前面海底 

地  盤 

5) 

海底地盤の洗掘、侵食状

況の把握 
洗掘 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原則

とする。) 

表7.3) 

7) 

沈下・陥没 

吸出しによる根固部の

沈下状況の把握 
吸出し 

表7.3 

8) 

根固工 

(基礎工) 
注3) 

6) 

移動･散乱･沈下の範囲

の把握 

移動･散乱･

沈下 

表7.3 

9) 

ブロックの破損による 

配列状況の把握 

ブロック破

損 

表7.3 

10) 

目地部、打継ぎ部

の状況 

ひび割れ幅、範囲の把握

 
ひび割れ 

表7.3 

11) 
剥離・損傷深さ、範囲の

把握 
剥離･破損 

表7.3 

12) 

目地のずれ幅の把握 目地ずれ 
表7.3 

13) 

注:対策工法の例は、P55～P57における表 7.1～表 7.3の二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法に該当する。 

 
 

注 1)健全度 A ランクは、主要な変状連鎖の進展段階

StepⅢ※：進行した変状程度以上の状態である。 

注 2)健全度 Bランクは、施設の主要部に変状が発生し

ており、施設の機能低下や変状連鎖の進行が懸念

される状態である。 

注 3)基礎工の調査は、根固工がない場合、もしくは基

礎工が露出している場合について実施することを

原則とする。 

※)変状連鎖の進展段階については、付録-6に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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表 6.6 二次点検(詳細)で実施する点検項目(5) 
健全度 

ランク 

二次点検(簡易)の変状 二次点検(詳細)の調査項目 対策工法 

の例 位置 現象 調査位置 着眼点 調査項目 調査方法 

A注1) 

排 

 

水 

 

工 

目地の開き、相対

移動量 

天端被覆工

表法被覆工

裏法被覆工

1) 

空洞の有無、範囲、深さ

の把握 

吸出し・ 

空洞化 

レーダー探査 

もしくは 

削孔による計測 

表 7.2 

4) 

B注2) 
目地の開き、相対

移動量 

前面海底 

地  盤 

5) 

海底地盤の洗掘、侵食状

況の把握 
洗掘 

目視調査 

(水中部は潜水目

視調査を原則と

する。) 

表 7.3 

7) 

吸出しによる根固部の

沈下状況の把握 
吸出し 

表 7.3 

8) 

根固工 

(基礎工) 
注3) 

6) 

移動･散乱･沈下の範囲

の把握 

移 動 ･ 散

乱･沈下 

表 7.3 

9) 

ブロックの破損による 

配列状況の把握 

ブロック

破損 

表 7.3 

10) 

ひび割れ幅、範囲の把握

 
ひび割れ 

表 7.3 

11) 
剥離・損傷深さ、範囲の

把握 
剥離･破損

表 7.3 

12) 

目地のずれ幅の把握 目地ずれ 
表 7.3 

13) 

注:対策工法の例は、P55～P57における表 7.1～表 7.3の二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法に該当する。 

 
 

注 1)健全度 A ランクは、主要な変状連鎖の進展段階

StepⅢ※：進行した変状程度以上の状態である。 

注 2)健全度 B ランクは、施設の主要部に変状が発生

しており、施設の機能低下や変状連鎖の進行が

懸念される状態である。 

注 3)基礎工の調査は、根固工がない場合、もしくは

基礎工が露出している場合について実施するこ

とを原則とする。 

※)変状連鎖の進展段階については、付録-6に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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表 6.7 二次点検(詳細)で実施する点検項目(6) 
健全度 

ランク 

二次点検(簡易)の変状 二次点検(詳細)の調査項目 対策工法

の例 位置 現象 調査位置 着眼点 調査項目 調査方法 

A 注 1) 

消 

 

 

波 

 

 

工 

移動・散乱、沈下 

天端被覆工

表法被覆工

裏法被覆工

1) 

空洞の有無、範囲、深さ

の把握 

吸出し・

空洞化 

レーダー探査 

もしくは 

削孔による計測 

表 7.2 

B 注 2) 移動・散乱、沈下 

前面海底 

地  盤 

5) 

海底地盤の洗掘、侵食状

況の把握 
洗掘 

目視調査 

(水中部は潜水目

視調査を原則と

する。) 

表 7.3 

7) 

吸出しによる根固部の

沈下状況の把握 
吸出し 

表 7.3 

8) 

根固工 

(基礎工) 
注 3) 

6) 

移動･散乱･沈下の範囲

の把握 

移 動 ･ 散

乱･沈下 

表 7.3 

9) 

ブロックの破損による 

配列状況の把握 

ブロック

破損 

表 7.3 

10) 

ひび割れ幅、範囲の把握 ひび割れ 
表 7.3 

11) 

剥離・損傷深さ、範囲の

把握 

剥 離 ･ 破

損 

表 7.3 

12) 

目地のずれ幅の把握 目地ずれ 
表 7.3 

13) 

注:対策工法の例は、P55～P57における表 7.1～表 7.3の二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法に該当する。 

 
注 1)健全度 Aランクは、主要な変状連鎖の進展段階 Step

Ⅲ※：進行した変状程度以上の状態である。 

注 2)健全度 Bランクは、施設の主要部に変状が発生して

おり、施設の機能低下や変状連鎖の進行が懸念され

る状態である。 

注 3)基礎工の調査は、根固工がない場合、もしくは基礎

工が露出している場合について実施することを原

則とする。 

※)変状連鎖の進展段階については、付録-6に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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【老朽化対策計画編】 

7 老朽化対策計画 

7.1 老朽化対策計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)琉球政府護岸は、築造後かなりの年数が経過しており、多くの施設が老朽化しているものと
考えられるが、老朽化対策が必要となる全ての施設について早期に老朽化対策を実施するこ

とは、難しいことから老朽化対策を実施するに当り優先順位を決め、効率的に対策を図って

いく必要がある。 
そのため、背後施設の重要度や施設の健全度、防護性能について技術的に評価し海岸整備

の必要度を決めることが望ましい。また、実際の整備スケジュールについては、この他に地

元からの整備要請や過去の被災履歴、県の予算状況等を勘案し、各海岸管理者が設定するこ

とを原則とする。 
 

(2)健全度評価の結果が A ランクと判定されたものは、老朽化対策及び対策後の調査計画の検
討を行い、老朽化対策計画を立案し、老朽化対策工事を実施することを原則とする。 

 
(3)健全度評価の結果が B ランクと判定されたものは、老朽化対策及び対策後の調査計画の検
討を行い、老朽化対策計画を立案することが望ましい。 

 
(4)老朽化対策計画は必要な防護機能を維持しつつ LCCを最小化することを目標として立案す
ることが望ましいが、LCC の定量的評価が困難な場合には以下の事項を勘案のうえ、ライ
フサイクルを通じて防護水準を一定以上に確保することを目標とすることが望ましい。 

・背後地の利用状況 
・変状が施設全体の機能低下に与える影響 
・対策工事の費用や延命化の効果 
・将来の更新計画 
・財政状況 
・気象・海象状況 
・景観、その他 

なお、防護水準を一定以上に保証するための維持管理には、老朽化が軽微な段階で小規模

な対策を頻繁に実施する予防保全的維持管理(図 7.1参照)と、要求機能が満たされる範囲内
で老朽化に起因する機能低下をある程度許容し、供用期間中に 1～2 回程度の大規模な対策

海岸保全施設の老朽化対策計画は、管理者が有している施設に関する情報と老朽化調査の

結果をもとにした老朽化対策工事の実施スケジュールを盛り込んだ計画で、老朽化対策工事

の方針・目標及び工法と対策後の調査計画等から構成されるものとする。 
琉球政府護岸については、計画を全体計画と個別計画として策定する。 
全体計画では、施設の重要度、健全度評価結果、防護性能評価結果、地域の要請及び過去

の被災履歴を考慮した琉球政府護岸の整備の必要度を策定する。 
個別計画では、老朽化調査結果(一次点検、二次点検)、健全度評価、防護性能水準の照査、

対策方針の決定、対策工法の検討、点検計画及び防災情報等から構成する。 
なお、老朽化対策工事として改良工事・更新工事を実施した琉球政府護岸は、以降の維持

管理を維持管理マニュアルに基づく維持管理計画へ移行するものとし、補修工事を実施した

海岸保全施設については、本マニュアルに基づく老朽化対策計画による維持管理とする。 
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を実施する事後保全的維持管理(図 7.2参照)及び事後保全的維持管理で要求機能上の限界値
で実施する施設の更新・改良がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.1 予防保全的維持管理           図 7.2 事後保全的維持管理 
 

(5)健全度評価結果が A ランクと判定された施設でも、背後地の利用状況、財政的状況、施設
の重要度等を考慮し、老朽化対策工事の実施時期を適宜判断することが望ましい。 
例えば、対象施設の背後地に保全すべき生命や財産等が、建設当時は存在したが現在では

なくなってしまった場合、第三者への安全性が確保されれば老朽化対策工事の緊急性は無い

ものと判断し、5年後を目途に再調査を行うこととすることができる。 
 

(6)老朽化対策計画が備えるべき内容は、次の海岸保全施設老朽化対策計画に計上する項目(案)
を標準とする。 

 
【海岸保全施設老朽化対策計画に計上する項目(案)】 
(全体計画書) 

1.琉球政府護岸の概要 
琉球政府護岸全般の概要を整理する。 

2.対象海岸 
対象となる琉球政府護岸の位置、名称等を一覧の形式で整理する。 

3.琉球政府護岸の特徴 
琉球政府護岸の特徴について整理する。 

4.海岸整備の必要度 
(1)重要度の評価 
防護区域の人口、資産、公共施設、道路、ライフライン等により重要度を評価する。 

(2)健全度評価結果 
老朽化調査の結果として整理される健全度評価結果を整理する。 

(3)防護性能照査結果 
越波流量による現状での防護性能照査結果を整理する。 

(4)地域の要請 
地元市町村等の整備要請状況について整理する。 

(5)過去の被災履歴 
過去の被災履歴について、既往資料を整理する。 

(6)海岸整備の必要度 
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重要度評価、健全度評価、防護性能照査結果、地域の要請、過去の被災履歴及び管理者

の財政状況等を勘案して海岸整備の必要度を設定する。 
(個別計画書) 

1.施設概要等の整理 
施設概要等の整理は、対象施設の概要及び文献等の整理を行うものとする。 

(1)対象施設の概要 
①海岸保全施設 
名称、構造形式、建設年次、位置、平面図、標準断面図、設計供用期間、構造特性、 
構成部材材料特性及び周辺の自然状況・利用状況等 
②保全対象地区 
保全対象地区の居住地区、人口及び後背地利用等 

(2)文献等の整理 
①制度・法律 
対象施設に関する既定計画等を都道府県、自治体の刊行物、政府刊行物等により確認

を行う。 
・全国総合開発計画から計画対象地域を含む自治体の基本計画 
・「多極分散型国土形成促進法」による進行拠点地域基本構想 
・「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」による集積促

進計画 
・「総合保養地整備法」による基本構想 
・港湾・漁港整備計画 
・都市計画 
・道路計画 
・河川計画 
・その他地域振興にかかわる地域計画等 

②設計基準 
琉球政府護岸の対策工法を検討する上で準拠すべき設計基準等を整理する。 
・海岸保全施設技術研究会編；海岸保全施設の技術上の基準･同解説､平成 16年 6月 
・土木学会；海岸施設設計便覧［2000年版］、平成 12年 11月 
・（社）全国漁港漁場協会；漁港・漁場の施設の設計の手引 2003年版、2003年 10月 

③ライフサイクルを通じて維持すべき性能水準の設定 
ライフサイクルを通じて維持すべき性能水準として防護性能(許容越波量)を設定する。 

④自然・社会・環境条件 
気象・海象等の自然条件、人口や産業構造等の社会条件、植生相等の環境条件ついて

整理を行うものとする。 
⑤多面的機能 
対象施設における海岸保全施設以外の多面的機能(レクリエーション、漁場等)の整理
を行う。 
⑥その他 
対象施設に人が立ち入るのか否か、人の集まる拠点と施設等を把握し、景観配慮の方

向性を検討する。 
2.老朽化調査 
施設の老朽化調査結果を調査結果記入シート等に整理する。 

(1)一次点検 
(2)二次点検(簡易) 
(3)健全度評価 
(4)二次点検(詳細) 
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3.老朽化対策計画 
(1)防護性能照査 
対象護岸の防護性能(越波状況)について照査する。 
また、検討に用いる波浪条件や設計潮位は既往資料等で設定されたデータを用いること

を標準とし、その値及び資料名を明記する。 
(2)対策方針の決定 
健全度の判定結果より、老朽化対策方針の決定を行う。 
①すぐ老朽化対策工事を実施する 
②計画的に 5年以内に老朽化対策工事を実施する 
③将来的に老朽化対策工事を実施する 
④経過観察する施設 
なお、対策方針は、基本的に健全度及び性能水準の状況により異なる(付録-7参照) 

(3)対策目標の設定 
施設の重要度等を考慮し、老朽化対策目標の設定を行うものとする。防護水準を決定し

た上で、予防保全、事後保全、更新の目標設定を決定し、老朽化対策後の供用期間の設定

を行い、老朽化対策工法の設定をするための基本的な考え方を整理するものである。 
①防護水準・供用期間の設定 
②予防保全型・事後保全型の設定 

(4)対策工法の基本的検討 
対策工法の基本的検討は、対象施設の変状の種類や程度を踏まえて行うものとし、複数

の老朽化対策工法がある場合には、最適な工法を採用するものとする。 
琉球政府護岸の場合、初期不良、経年劣化等による材料や断面構造の欠陥等が見られる

ものが少なくない。これらは各種資料や整備条件等を考慮しなければならないこと、欠陥

等もその箇所や内容により多額の対策費を要する場合や比較的安価な対策費で済む場合

が有るなど様々であることから、ここでその対策についても検討するものとする。 
(5)対策後の調査計画 
老朽化対策工事後の調査実施時期と方法の検討を行う。但し、改良工事・更新工事を行

なった場合は、維持管理マニュアルに基づく維持管理に移行するものとし、本マニュアル

による維持管理を継続するのは補修工事による場合とする。 
①今後の調査実施時期と方法 
②調査結果の記録様式と保存方法 

(6)その他の事項 
周辺住民や利用者の意見等の確認を行う。 
なお、対象となる施設の建設年代が近代(幕末～昭和 20年代)に完成したものについては、
歴史的構造物の可能性がある(土木学会選奨土木遺産の対象施設の要件より)ことから、老
朽化対策の整備計画を検討する段階で地域の要望や記念碑等の状況を調査し、その対処方

法を検討する。 
(7)防災情報 
防護性能照査の結果に基づき、防災情報を次のように整理する。 
①防護水準を満たしている場合は、「沖縄県津波・高潮被害想定調査業務委託、H19・

H20度、沖縄県海岸防災課」で推算されている「高潮浸水予測図」を整理する。 
②防護水準を満たしていない場合は、上記「高潮浸水予測図」とともにここで推算し

たレベル湛水法に基づく「浸水予測図(50年確率波による)」も合わせて整理する。 
③防災情報の公開方法については、沖縄県の関係部署や該当市町村の防災担当部署と

調整し、公開方法を検討することが望ましい。 
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7.2 対策工法の基本的検討 
 
 
 
 
【解説】 

(1)二次点検(詳細)で確認された変状位置及び変状現象に対する対策工法例を 表 7.1～表 
7.5に示す。 

 
(2)老朽化対策工法は、二次点検(簡易)結果や必要に応じ実施する二次点検(詳細)結果か
ら、変状原因を究明し対策工法を選定することを原則とする。また、対策工法を選定

するに至った経緯をフロー図のような形で示すことが望ましい。 
 

(3)変状の発生部位や原因によっては、予防保全として行う対策工法と事後保全として行
う対策工法が異なる場合があり、施設の延命化に与える影響及びライフサイクルコス

ト(LCC)、B/Cの観点より最適な工法を採用することを標準とする。 
 

(4)対策工法の選定にあたっては新技術・新工法の適用性も検討するとともに、新たな
ニーズに対する技術開発を促進することが望ましい。 

 
(5)砂浜の侵食による堤体の空洞化等変状連鎖を考慮した上で、堤防、養浜、離岸堤など
複数の施設を岸沖方向に配置した面的防護方式による老朽化対策工法も検討するこ

とが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.3 面的防護方式の概念図 

 老朽化対策工法の基本的検討は、対象施設の変状の種類や程度を踏まえて行うもの

とする。複数の老朽化対策工法がある場合には、最適な工法を採用するものとする。
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表 7.1 二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法 
二次点検(詳細)で確認された変状 変状がある場合の対策工法 二次点検

(詳細)の 

変状位置
変状位置 変状現象 調査方法 

調査結果の 

活用方法 

設計条件の見直し 

なし 

設計条件の見直し 

あり 

波返工 

防護高さ 

1) 
測量 

・防護高さ、余裕

高さの確認 

・対策工、対策 

範囲の検討 

・断面修復 

・旧波返工撤去、造

り替え 

など 

・消波工の設置 

・消波工の追加 

・離岸堤の設置 

・嵩上げ 

など 

表 6.2  2)

鉄筋の腐食 

2) 
はつり試験 

・鉄筋腐食状況の

把握 

・対策工、対策 

範囲の検討 

・断面修復 

・旧波返工撤去、造

り替え 

など 

・コンクリート被覆に

よる増厚 

・鉄筋保護機能の強化

など 

表 6.2  3)

コンクリー

トの劣化 

3) 

圧縮強度試験 

・劣化状況、劣化

原因の把握 

・劣化の進展予測

・対策工の検討 

・断面修復 

など 

・コンクリート強度の

強化 

など 

表 6.2  4)中性化試験 

・劣化状況、劣化

原因の把握 

・劣化の進展予測

・対策工の検討 

・表面塗装 

・断面修復 

・造り替え 

など 

・コンクリート被覆に

よる増厚 

・鉄筋保護機能の強化

など 

塩分含有量 

試験 

・劣化状況、劣化

原因の把握 

・劣化の進展予測

・対策工の検討 

・表面塗装 

・断面修復 

・造り替え 

など 

・コンクリート被覆に

よる増厚 

・鉄筋保護機能の強化

など 

注:二次点検(詳細)の変状位置は、P44～P49における表 6.2～表 6.7の二次点検(詳細)で実施する点検項目の変状位置に該当する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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表 7.2 二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法 
二次点検(詳細)で確認された変状 変状がある場合の対策工法 二次点検 

(詳細)の 

変状位置 
変状位置 変状現象 調査方法 

調査結果の 

活用方法 

設計条件の見直し

なし 

設計条件の見直し

あり 

天端被覆工 

表法被覆工 

裏法被覆工 

吸出し・ 

空洞化 

4) 

レーダー探査 

もしくは 

削孔による 

計測 

・空洞状況の 

把握 

・対策工の検討 

・モルタル充てん 

・堤体土の補充 

・被覆工の撤去張り

替え 

など 

・被覆工の増厚 

・根固工の設置 

・消波工の設置 

・地盤改良 

など 

表 6.2  1) 

表 6.3  1) 

表 6.4  1) 

表 6.5  1) 

表 6.6  1) 

表 6.7  1) 

表法被覆工 

鉄筋の腐食 

5) 
はつり試験 

・鉄筋腐食状況の

把握 

・対策工、対策範

囲の検討 

・断面修復 

・旧波返工撤去、造

り替え 

など 

・コンクリート被

覆による増厚 

・鉄筋保護機能の

強化 

など 

表-6.4  7) 

コンクリー

トの劣化 

6) 

圧縮強度試験 

・劣化状況、劣化

原因の把握 

・劣化の進展 

予測 

・対策工の検討 

・断面修復 

など 

・コンクリート強

度の強化 

など 

表-6.4  8) 中性化試験 

・劣化状況、劣化

原因の把握 

・劣化の進展 

予測 

・対策工の検討 

・表面塗装 

・断面修復 

・造り替え 

など 

・コンクリート被

覆による増厚 

・鉄筋保護機能の

強化 

など 

塩分含有量 

試験 

・劣化状況、劣化

原因の把握 

・劣化の進展 

予測 

・対策工の検討 

・表面塗装 

・断面修復 

・造り替え 

など 

・コンクリート被

覆による増厚 

・鉄筋保護機能の

強化 

など 

注:二次点検(詳細)の変状位置は、P44～P49における表 6.2～表 6.7の二次点検(詳細)で実施する点検項目の変状位置に該当する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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表 7.3 二次点検(詳細)で確認された変状に対する対策工法 
二次点検(詳細)で確認された変状 変状がある場合の対策工法 二次点検

(詳細)の 

変状位置
変状位置 変状現象 調査方法 

調査結果の 

活用方法 

設計条件の見直し

なし 

設計条件の見直し 

あり 

前面海底 

地盤 

洗掘 

7) 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原

則とする。) 

・前面海底地盤洗

掘状況の把握 

・対策工の検討 

・前面埋め戻し 

・根固工の設置 

など 

・地盤改良 

・根固工重量の増加 

・根固工の追加 

など 

表-6.2  5)

表-6.3  5)

表-6.4  5)

表-6.5  5)

表-6.6  5)

表-6.7  5)

吸出し 

8) 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原

則とする。) 

・前面海底地盤吸

出し状況の把

握 

・対策工の検討 

・吸出し部の補修

・根固工の設置 

など 

・地盤改良 

・根固工の追加 

など 

根固工 

(基礎工) 

移動･散乱･ 

沈下 

9) 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原

則とする。) 

・根固工移動･ 

散乱･沈下状況

の把握 

・対策工の検討 

・根固工の追加 

・根固工の補修 

など 

・根固工の追加 

・消波工の設置 

・離岸堤の設置 

など 

表-6.2  6)

表-6.3  6)

表-6.4  6)

表-6.5  6)

表-6.6  6)

表-6.7  6)

ブロック破損 

10) 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原

則とする。) 

・ブロックの破損

状況の把握 

・対策工の検討 

・ブロックの補修

など 

・根固工の追加 

・消波工の設置 

・離岸堤の設置 

など 

ひび割れ 

11) 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原

則とする。) 

・ひび割れ状況の

把握 

・対策工の検討 

・根固工の追加 

・根固工の補修 

など 

・根固工の追加 

・消波工の設置 

・離岸堤の設置 

など 

剥離･破損 

12) 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原

則とする。) 

・剥離・損傷状況

の把握 

・対策工の検討 

・根固工の追加 

・根固工の補修 

など 

・根固工の追加 

・消波工の設置 

・離岸堤の設置 

など 

目地ずれ 

13) 

目視調査 

(水中部は潜水

目視調査を原

則とする。) 

・目地のずれ状況

の把握 

・対策工の検討 

・目地部の補修 

など 

・根固工の追加 

・消波工の設置 

・離岸堤の設置 

など 

注:二次点検(詳細)の変状位置は、P44～P49における表 6.2～表 6.7の二次点検(詳細)で実施する点検項目の変状位置に該当する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸 

堤防 
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7.3 琉球政府護岸における対策工法の採用方針 
 
 
 
 
 
 

(1)対策工法の一覧表 
対策工法については、点検結果による各変状項目、変状ランク毎に下記の考え方に

基づき表 7.4～表 7.5に整理した。 
・基本的に変状ランク aの場合は、その後の変状連鎖が施設全体に及ぶと考えられる
場合には施設の更新、連鎖が一部材で留まる場合には部材の差し替え・造り替え

とし、その他については、変状ランクに応じて補修方法を設定した。 
・本計画書で考慮する施設の更新は、各シナリオ比較において効果(B)を同一にする
ことが望ましいこともあり、基本的には初期性能で求められている機能を確保す

ることにとどめた。 
・ただし、防護機能(越波)については、背後地の安全面から考慮することにしており、
必要に応じて新規波返工(上部工)の設置を考慮することとした。 

・琉球政府護岸については安定性や部材品質自体が劣ることから、補修だけでなく

現行基準による更新、改良も対策工法の一つに加えることとした。 
・その他、新たに求められる機能が発生する場合には、次の段階にて具体的に検討

を行うこととした。 
 

(2)対策工法の設定 
各断面の対策工法の設定は、下記事項に基づき実施する。 
・変状項目や変状ランクは、同じ施設内、部材で異なることがある。その場合には、

変状連鎖を考慮し、最も変状が進行している項目に対して設定する。 
・対策工法は、各海岸の断面毎に検討することを基本とする。すなわち、スパン毎

で健全度 A、Bと評価されたものから、最も変状の進行しているものをその施設の
健全度として評価する。従って、A、Bの両方の評価が混在する場合には、変状の
より進行している A として評価する。また、構造形式等が同じでも、変状項目が
大きく異なる場合、または、変状項目は同じでも変状部材の形状が異なり同様に

考えることが困難と思われる場合には、施設を区分することも考慮する。 
・また、同じ海岸で施設の位置は異なるが、同じ構造形式であり、対策工法を同様

に考えることができる施設は、まとめて検討することとする(次図参照)。なお、構
造形式が同じでも設置位置が大きく離れており、波浪条件や土質条件など同じも

のと考えられない場合には、別施設として検討するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 琉球政府護岸の場合、初期性能が現在の基準に適合しない施設もあり、通常のコン

クリート護岸の場合と同様に対策工法を検討することができない場合もあるため、当

面は、対象施設の変状の種類や程度を踏まえて、対策工法の選択を行うものとする。



 - 59 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 対策工法検討の対象スパンの考え方 
 

(3)シナリオの作成 
対策工法が、構造形式、断面形式毎に設定されることから、それぞれについてシナ

リオを作成する。 
・健全度評価 A の場合は、主要な変状連鎖の進展段階が StepⅢ以上であり、緊急に
老朽化対策工事を実施することが原則とされていることから、初期の段階から補

修、更新を行い、その後補修を繰り返す内容とする。 
・健全度評価 B の場合は、老朽化対策計画を立案し、計画的な老朽化対策工事の実
施を行うことから、補修もしくは更新の着手時期を設定し、その後補修を繰り返

す内容とする。 
・補修サイクルについては、補修内容、補修前の老朽化の程度、補修後の環境状況

などで異なるため一律に定めることは困難であるが、ライフサイクルコストを算

出することを目的に、次ページ表のとおり設定した。 
ただし、今後の維持管理点検を進めていくなかで、ライフサイクルコストの計

算や期待する耐用年数等が、現状とあわない部分については適宜見直すことが必

要である。 
 
 

注：一次点検の結果から変状が確認された場合には、全ての箇所に対して二次点検(簡易)を実施
することを原則とする。しかし、二次点検(簡易)の対象箇所が非常に多く、全ての箇所に対して
実施が困難と考えられる場合は、同一の断面形状である区間において、最も変状がひどい箇所
を抽出して実施することで、区間での健全度評価とすることができる。

スパン
1

健全度
Ａ

スパン
2

健全度
Ｂ

スパン
3

健全度
Ｃ

スパン
4

健全度
Ａ

スパン
1

健全度
Ｄ

スパン
2

健全度
Ａ

スパン
3

健全度
Ｂ

スパン
4

健全度
Ａ

スパン
1

健全度
Ｃ

スパン
2

健全度
Ｂ

スパン
3

健全度
Ａ

スパン
4

健全度
Ａ

・スパン2が最も変状が進行
・断面Bの健全度は「A」と評価
・対策工法は、スパン2の変状を基に検討

・断面A、Cは断面形式が同タイプ
・断面Aは、スパン1が最も変状が進行
・断面Cは、スパン3が最も変状が進行
・断面A、Cの健全度は「A」と評価
・対策工法は、断面Aと断面Cのいずれか変状
が最も進行している断面のものを基に検討
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参考－ 補修サイクル、期待する耐用年数表 

補修工法 期待する耐用年数 内容 

ひび割れ注入、充填 10年 

主に鉄筋の腐食に起因しないひび割れを塞ぐ

工法で、ひび割れで分離した部分を一体化するこ

とと、水や塩化物イオンの鉄筋近傍への浸入経路

を遮断する。 

ひび割れの進行が完全に止まっている場合は、

表面塗装も有効。 

「コンクリート補修・補強マニュアル」による

と一般に比較的環境が良好で 10～15 年、環境が

厳しい場合 5～10 年とあり、平均的な 10 年程度

を期待する。 

表面塗装 10年 

断面修復 特に設定しない 

欠損した部分のコンクリートの断面形状を修

復する。(左官仕上げ、吹きつけ、プレパックド)

今後、既存施設との剥離などが考えられるが、

周辺状況で大きく異なるため、ここではマニュア

ルの試算例を参考に、特に設定は行わない。 

増厚コンクリート 特に設定しない 

既存構造物の表面をはつり、新規コンクリート

を打設、吹きつけする工法。表面被覆効果だけで

なく、既設コンクリートとの一体化を図ることで

補強効果もある。 

今後、既存施設との剥離などが考えられるが、

周辺状況で大きく異なるため、ここではマニュア

ルの試算例を参考に、特に設定は行わない。 

石材全体の積み直し、 

据付直し、練石 
30年 

既設石積壁が 45～70 年程度(平均 60 年)経過し

ているが、既存の石材をそのまま使用することか

ら、約半分の 30年程度を期待する。 

石材一部の積み直し、 

据付直し、練石 
10年 

今後、補修が行われない箇所の変状が大きくな

り、同程度の補修が 10 年毎に継続すると仮定す

る。 

施設の更新 

(石積式、コンクリート式) 
特に設定しない 

 

中詰材の充填 

・今後の流出がない場合 

特に設定しない 

・今後の流出が懸念される場合 

30年(他施設が石積) 

表法、裏法、天端被覆工等からの中詰材の流出

が懸念されない場合には、特に設定しない。 

流出が懸念される場合には、表法、裏法、天端

被覆工等の補修サイクルにあわせて設定する。 

天端被覆工の造り替え 

・通常 

特に設置しない 

・今後も中詰材の充填がある場合

中詰材の補修サイクルにあわ

せる 

天端被覆工の造り替えの場合は特に設置しな

いが、中詰材の充填がある場合には、その補修サ

イクルにあわせて造り替える。 

鉄筋の防錆処理 特に設定しない 
鉄筋を露出させ、ブラストで除錆した後、防錆

材料を塗布する。 

鉄筋の差し替え 特に設定しない さびた鉄筋を差し替え、または補充する。 
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表 7.4 二次点検で確認された変状に対する対策工法(琉球政府護岸の場合) 

箇所 形式 変状項目 

当初から求められる機能を確保＋越波対策 
 

新たに求められる機能に対応 

補修対策(小規模) 補修対策(中規模) 補修対策(大規模) 施設の更新・改良 

(現行設計基準に対応) 

施設の更新・改良 

(現行設計基準に対応) 変状ランク c 変状ランク b 変状ランク a 

砂浜 浸食・堆積 

<汀線の後退がある> <浜崖形成の兆候がある> <広範囲で砂浜の決壊> ・養浜工に加え、養浜工の安定に必要な突堤、

離岸堤、砂留堤を考慮 

・または、根固工の設置 

・必要性の有無 

・養浜工の見直し(環境面、利用面等) 

・突堤、離岸堤、砂留堤 

・植栽工 

経過観察 経過観測 ・養浜の追加 

消波工 

移動・散乱及び沈下 
<一部が移動、散乱、沈下> <断面が 1層未満減少> <断面が 1層以上減少> ・必要に応じて重量ＵＰ、断面見直し ・必要性の有無 

・直立消波、人工リーフ、フレア式等との比較 

・修景ブロック 

・据付直し ・一部ブロック追加 ・一部ブロック追加し、全体を据付直し 

ブロック破損 
<破損ブロックは少数> <破損ブロックが 1/4未満＞ <破損ブロックが 1/4以上> 

経過観察 ・ブロックの補修 ・新規ブロックと入れ替え 

根固工 

石、 

ブロック 
移動・散乱及び沈下 

<部分的に小さな移動> <移動、散乱、沈下> <大規模、広範囲で移動、散乱、沈下> ・施設の更新にあわせて重量増や断面見直し

を行う。 

・必要性の有無 

・断面、構造見直し(環境面、利用面等) 

・植栽工 

・修景ブロック 

・石材、ブロックの据え付け直し ・石材、ブロックの一部を追加し、据付直し ・全区間の根固工の撤去、造り替え 

ブロック ブロック破損 
<小さなひび割れ> <破損ブロックあり、配置は良好> <破損ブロックあり、配置の乱れあり> 

経過観察 ・破損ブロックを撤去、追加し、据付直し ・全区間の根固工の撤去、造り替え 

表法 

被覆工 

石積 

被覆石・間知石の抜け・ずれ 

(HWL未満) 

－ <石材のずれあり> <亀裂あり、一部抜け石あり> 

<広範囲で抜石あり> 

・外洋に面し波浪の影響が大きく、背後土圧

の大きな箇所は、コンクリート構造＋石積

風の化粧型枠とする。 

 

・その他の箇所は、練石積の標準形式とする。 

 

・波浪の影響で洗掘が想定される場合は、根

固工設置を必要に応じて考慮 

 

・背後土圧の増加が想定される場合には、基

礎マウンド設置を必要に応じて考慮(また、

盛土除去も考慮) 

 

・波圧の影響による被害が想定される場合に

は、裏埋材の充填を必要に応じて考慮 

 

・HWL 以下は、捨石マウンド等の基礎を配

置する。 

・断面、構造見直し(環境面、利用面等) 

(緩傾斜、後退式、階段式、石積、コンクリート、ブロッ

ク積、植栽帯の有無など) 

・修景ブロック、コンクリート表面化粧 

・自然石利用 

・テラス、バルコニーの配置 

・基礎構造の見直し 

 ・石材の据付直し、胴込コンクリート、目地モルタ

ル注入 

・石材全体の積み直し、一部新材追加、練石積 

被覆石・間知石の抜け・ずれ 

(HWL以上) 

<石材のずれあり> <亀裂あり、一部抜け石あり> <広範囲で抜石あり> 

・石材の据付直し、目地モルタル注入 ・新材の追加、胴込コンクリート、目地モルタル注

入 

・石材全体の積み直し、一部新材追加、練石積 

目地部・打継ぎ部の状況 

(HWL未満) 

<僅かな開きあり> <大きな開き、目地材の剥落> <広範囲で大きな開き、目地材の剥落> 

・目地モルタル注入 ・部分的に石材の積み直し、目地モルタル注入 ・全体的に石積壁の積み直し、練石積 

目地部・打継ぎ部の状況 

(HWL以上) 

<大きな開き、目地材の剥落> － <広範囲で大きな開き、目地材の剥落> 

・目地モルタル注入  ・全体的に石積壁の積み直し、練石積 

剥離・損傷 

<広範囲でも部材表面に発生> <部材深部まで発生> <広範囲に部材深部まで発生> 

経過観察 ・新材との入れ替え ・石材全体の積み直し、一部新材追加、練石積 

無筋 

コンク 

リート 

ひび割れ 
<1方向に幅数 mm> <複数方向に幅数 mm> <部材背面まで達する幅 5mm相当> ・重力式、傾斜式等の形式については、基本

的には既存施設にあわせるが、変更するこ

とが有利と考えられる場合には形式見直

しを考慮する。 

 

・いずれの断面形式に対しても現行の標準的

な断面とする。 

 

・波浪の影響で洗掘が想定される場合は、根

固工設置を必要に応じて考慮 

 

・背後土圧の増加が想定される場合には、基

礎マウンド設置を必要に応じて考慮(また、

盛土除去も考慮) 

 

・波圧の影響による被害が想定される場合に

は、裏埋材の充填を必要に応じて考慮 

 

・HWL 以下は、捨石マウンド等の基礎を配

置する。もしくは、ブロック積とする。 

 

経過観察 ・ひび割れ注入 ・前面にコンクリートを設置し断面増加 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 

経過観察 ・断面の一部修復（一部撤去、修復） ・前面にコンクリートを設置し断面増加 

沈下、陥没 

－ <沈下の凹部が目立つ> <陥没(穴)、沈下 3cm以上の段差> 

 ・沈下部へモルタル充填 ・裏埋部へのモルタル充填、裏埋土の補充とコンク

リートによる断面修復 

目地部・打継ぎ部の状況 
－ <ずれはあるが、土砂吸出はない> <背面土砂が吸出される> 

 経過観測 ・防砂板、裏埋部へのモルタル注入 

有筋 

コンク 

リート 

ひび割れ 
<1方向に幅数 mm> <複数方向に幅数 mm> <部材背面まで達する幅 5mm相当> 

・ひび割れ注入材 ・ひび割れ注入剤、表面塗装 ・前面にコンクリートを設置し断面増加 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 

・表面のコンクリート修復 ・断面の一部修復（一部撤去、修復） ・前面にコンクリートを設置し断面増加 

鉄筋の腐食 

<錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲にある> <浮き錆が多く、鉄筋表面の腐食が広範囲にある> <浮き錆が多く、鉄筋断面の有意な減少が全般にあ

る> 

・表面塗装 ・鉄筋防錆処理 

・断面のコンクリート修復 

・鉄筋の差し替え、補充 

・断面のコンクリート修復 

沈下、陥没 

－ <沈下の凹部が目立つ> <陥没(穴)、沈下 3cm以上の段差> 

 ・沈下部へモルタル充填 ・裏埋部へのモルタル充填、裏埋土の補充とコンク

リートによる断面修復 

目地部・打継ぎ部の状況 
－ <ずれはあるが、土砂吸出はない> <背面土砂が吸出される> 

  ・防砂板、裏埋部へのモルタル注入 
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表 7.5 二次点検で確認された変状に対する対策工法(琉球政府護岸の場合) 

箇所 形式 変状項目 

当初から求められる機能を確保＋越波対策 
 

新たに求められる機能に対応 

補修対策(小規模) 補修対策(中規模) 補修対策(大規模) 施設の更新・改良 
(現行設計基準に対応) 

施設の更新・改良 
(現行設計基準に対応) 変状ランク c 変状ランク b 変状ランク a 

波返工 

無筋 
コンク 
リート 

ひび割れ 
<1方向に幅数 mm> <複数方向に幅数 mm> <部材背面まで達する、幅 5mm相当> ・新規に波返工を設置する場合は、防護機能評

価で試算された越波量を参考に天端高を仮

定し、現行基準による厚さ 50cmを確保する。 
 
・更新する場合も、新規と同様とするが、現況

で嵩上げが行われている場合には、その高さ

を確保することとする。 
 
・また、建設当時より地形条件等の変化で、越

波の影響が明らかに減少すると予想される

場合には、撤去、天端高低減も考慮すること

とした。 
 
・天端高が大きく嵩上げとなる場合は、現実的

な範囲でそれを考慮し、必要に応じて消波工

等との組み合わせを考慮する。 

・必要性の有無 
・直立消波、人工リーフ、フレア式等との比較 
・修景化粧、自然石利用 

経過観察 ・ひび割れ注入 ・旧波返工の撤去、造り替え 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 
経過観察 ・断面の一部修復(一部撤去、修復) ・旧波返工の撤去、造り替え 

目地の開き相対移動量 
<ずれがあるが、水の浸透なし> <開きが大きく、水の浸透あり> <転倒、欠損がある> 
経過観察 ・目地材の設置 ・欠損部コンクリート修復 

・目地材の設置 
本体工との間の隙間 
(本体が石積の場合) 

<隙間あるが背面まで達しない> <一部に背面まで達する隙間あり> <全般的に背面まで達する隙間あり> 
・モルタル注入 ・破損部を撤去し、モルタル注入 ・破損部を撤去し、モルタル注入 

有筋 
コンク 
リート 

ひび割れ 
<1方向に幅数 mm> <複数方向に幅数 mm> <部材背面まで達する、幅 5mm相当> 
・ひび割れ注入 ・ひび割れ注入、表面塗装 ・旧波返工の撤去、造り替え 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 
・表面のコンクリート修復 ・断面の一部修復(一部撤去、修復) ・旧波返工の撤去、造り替え 

鉄筋の腐食 
<錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲にある> <浮き錆が多く、鉄筋表面の腐食が広範囲にある> <浮き錆が多く、鉄筋断面の有意な減少が全般にある> 
・表面塗装 ・鉄筋防錆処理 

・断面のコンクリート修復 
・鉄筋の差し替え、補充 
・断面のコンクリート修復 

目地の開き相対移動量 
<ずれがあるが、水の浸透なし> <開きが大きく、水の浸透あり> <転倒、欠損がある> 
経過観察 ・目地材の設置 ・欠損部コンクリート修復 

・目地材の設置 
本体工との間の隙間 
(本体が石積の場合) 

<隙間あるが背面まで達しない> <一部に背面まで達する隙間あり> <全般的に背面まで達する隙間あり> 
・モルタル注入 ・破損部を撤去し、モルタル注入 ・破損部を撤去し、モルタル注入 

天端 
被覆工 

石張 

沈下、陥没 
－ <沈下の凹部が目立つ> <陥没(穴)、沈下 3cm以上の段差> ・現行の標準的な断面形式とする。 

(幅員は 3mを確保) 
(基本的にはコンクリート舗装とするが、既
存が石張りで、波浪越波が小さいと予想され

る場合は、石張舗装とする) 

・断面構造の見直し(耐久性、環境面、利用面等) 
・アスファルト、コンクリート、修景ブロック、

自然石 
 ・沈下部へモルタル充填 ・被覆石の充填、設置し直し、基礎材の整備 

被覆石・間知石のずれ 
<石材のずれあり> <亀裂あり、一部抜け石あり> <広範囲で抜石あり> 
・石材の据付直し、目地モルタル注入 ・新材の追加、目地モルタル注入 ・被覆石の設置し直し(一部新材使用)、基礎材の整備、

モルタル注入 

目地部・打継ぎ部の状況 
<ずれがあるが、水の浸透なし> <ずれあり、水の浸透あり> <ずれが大きく、堤体土砂流出あり> 
経過観察 ・目地材の設置、目地モルタル ・被覆石の設置し直し(一部新材使用)、基礎材の整備、

モルタル注入 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 
経過観察 ・新材との入れ替え、目地モルタル ・被覆石の設置し直し(一部新材使用)、基礎材の整備、

モルタル注入 
(二次点検詳細) ・二次点検(詳細)で堤体内に空洞が確認される場合には、土砂、石材、モルタル等を充填、敷均しを行い、必要箇所の天端被覆工の張直しを行う。 

コンク 
リート 

ひび割れ 
<1方向に幅数 mm> <複数方向に幅数 mm> <部材背面まで達する、幅 5mm相当> ・断面構造の見直し(耐久性、環境面、利用面等) 

・アスファルト、コンクリート、修景ブロック、

自然石 
・ひび割れ注入 ・ひび割れ注入 ・天端被覆工の造り替え 

沈下、陥没 
－ <沈下の凹部が目立つ> <陥没(穴)、沈下 3cm以上の段差> 
 ・沈下部へモルタル充填 ・天端被覆工の造り替え 

目地部・打継ぎ部の状況 
<ずれがあるが、水の浸透なし> <ずれあり、水の浸透あり> <ずれが大きく、堤体土砂流出あり> 
経過観察 ・目地材の設置 ・欠損部コンクリート修復 

・目地材の設置 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 
・表面のコンクリート修復 ・断面の一部修復(一部撤去、修復) ・天端被覆工の造り替え 

(二次点検詳細) ・二次点検(詳細)で堤体内に空洞が確認される場合には、土砂、石材、モルタル等を充填、敷均しを行い、必要箇所の天端被覆工の造り替えを行う。 

裏法 
被覆工 

石積 

被覆石、間知石のずれ 
<石材のずれあり> <亀裂あり、一部抜け石あり> <広範囲で抜石あり> ・練石積の現行の標準的な断面形式とする。 

 
・許容越波が大きく、越波被害が想定される場

合や壁高が高く土圧が大きくなる場合には、

コンクリート構造＋石積化粧も考慮する。 

・断面構造の見直し(耐久性、環境面、利用面等) 
・コンクリート、石積、階段式、植栽のみ、修景

ブロック 
・石材の据付直し、目地モルタル注入 ・新材の追加、胴込コンクリート、目地モルタル注入 ・石材全体の積み直し、一部新材追加、練石積 

目地部・打継ぎ部の状況 
<ずれがあるが、水の浸透なし> <ずれあり、水の浸透あり> <ずれが大きく、堤体土砂流出あり> 
経過観察 ・目地モルタル ・全体的に石材の積み直し、練石積 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 
経過観察 ・新材と入れ替える(部分的) ・石材全体の積み直し、新材追加、練石積(広範囲) 

コンク 
リート 

ひび割れ 
<1方向に幅数 mm> <複数方向に幅数 mm> <部材背面まで達する、幅 5mm相当> ・重力式、傾斜式(被覆式)等の形式については、

基本的には既存施設にあわせるが、変更する

ことが有利と考えられる場合には形式見直

しを考慮する。 
 
・いずれの断面形式に対しても現行の標準的な

断面とする。 

 
経過観察 ・表面のコンクリート修復 ・前面にコンクリートを設置し断面増加 

沈下、陥没 
－ <沈下の凹部が目立つ> <陥没(穴)、沈下 3cm以上の段差> 
 ・空洞箇所へモルタル充填 ・旧天端被覆工の撤去、造り替え、堤体補強 

目地部・打継ぎ部の状況 
<ずれがあるが、水の浸透なし> <ずれあり、水の浸透あり> <ずれが大きく、堤体土砂流出あり> 
経過観察 ・目地材の設置 ・欠損部コンクリート修復 

・目地材の設置 

剥離・損傷 
<広範囲に部材表面に> <部材深部まで> <広範囲に部材深部まで> 
経過観察 ・新材との入れ替え ・石材全体の積み直し、一部新材追加、練石積 

排水工 目地の開き相対移動量 
<開きは大きいが、水の浸透なし> <開きが大きく、水の浸透あり> <転倒、欠損がある> ・他施設の補修、更新とあわせて内容を設定す

るが、基本的には、標準設計の断面とする。 
・断面の見直し(流域の拡大、利用面、環境面等) 
・蓋付き、ますの配置、側溝の配置 経過観察 ・目地材の設置 ・据付直し、欠損部コンクリート修復 

・目地材の設置 
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・部材自体の老朽化 
・部材自体は健全であるが 
変状連鎖が生じている 

・部材自体の老朽化と変状

連鎖の両方が生じている 
・初期不良による性能不足 

・施設背後に道路や民家が

存在し、堤体の拡幅を伴

う機能強化が行えない 
・施設前面海域に貴重種が

生息しているため、海中

に施設を設置する機能

強化が行えない 
         など 

 
・線的な機能強化 
・面的な機能強化 

 
・老朽化対策工法 
表 7.1～表 7.5 か
ら数案選定 

・選定した工法 LCC
を比較し、老朽化対

策工法を決定する 
・予算・施設の重要度

等も加味する 

7.4 ライフサイクルコストの試算 
 
 
 
 
 
【解説】 

(1)海岸保全施設は、部材の老朽化が生じていなくても、変状連鎖の進行によって最終的
には破堤に至ると考えられる。堤体土砂の吸出しによる変状を例にとれば、目地部・

打継ぎ部の変状等に伴う堤体土砂の吸出し・空洞化により、変状連鎖が進行して堤体

の破堤へと進んでいく。一方、部材の老朽化が主たる原因となって破堤に至る場合も

考えられる。コンクリートの老朽化による強度低下を例にとれば、繰り返し作用する

波浪の影響により波返工が破損し、それが進行して堤体の破堤へと進んでいく。 
 

(2)LCC算出にあたっては、老朽化の原因が、①部材自体の老朽化による場合、②部材自
体は健全であるが変状連鎖が生じている場合、③部材自体の老朽化と変状連鎖の両方

が生じている場合のどれに該当するかを究明する。併せて、施設背後に道路や民家が

近接し堤体の拡幅を伴う機能強化が行えない場合や施設前面海域に貴重種が生息し

ているため海中に施設を設置する機能強化が行えない場合等の制約条件の整理を行

う。次に、老朽化の原因究明と制約条件の整理を踏まえて、老朽化対策の方針を線的

な機能強化・面的な機能強化のいずれかを決定する。また、琉球政府護岸の場合、初

期不良による性能不足、経年劣化等による材料や断面構造の欠陥等が見られるものが

少なくないことから、対策工法を検討する際には留意することが必要である。 
老朽化対策の方針に沿った老朽化対策工法を表 7.1～表 7.5から数案選定し、LCCの
算定を行いその結果を比較た上で、老朽化対策工法を選定する。なお、最終的な老朽

化対策工法の決定は、予算・施設の重要度等も加味して行うことが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.4 LCC算出の手順 
 

ライフサイクルコスト(LCC)を算出する場合は、変状の程度及び施設の将来の老朽化
予測に応じた老朽化対策工法及び実施時期等を数案選定し、それらの LCC算定結果を
比較した上で老朽化対策工法を決定するものとする。 

老朽化の原因究明 

制約条件の整理 

老朽化対策の 
方針決定 

老朽化対策工法

の決定 
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(3)ライフサイクルコストの算出概念を図 7.5に示す。 
この図では、①機能低下が生じない程度の軽微な変状(健全度の判定ランクが B ラ
ンク)で 1 回あたりの対策費用が安価な予防保全を行った場合(ケース 1)と、②健全度
の判定ランが Aランクと評価されるまで対策を行わず、大規模な対策を行う事後保全
を行った場合(ケース 2)を例示している。しかし、変状の発生部位や原因によっては比
較的大規模な改良工事を予防保全として行う方が、事後保全を繰り返し行うよりもラ

イフサイクルコストが安価となることもある。従って、施設の供用期間内でのライフ

サイクルコストを算出し、適切な対策を講じることが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.5 ライフサイクルコストの算出イメージ 
 

(4)琉球政府護岸のライフサイクルコストは、護岸形式、断面形式毎に各シナリオに対応
するよう m当たりで算出する。 
護岸全体の評価は、どの護岸をどのシナリオで補修、更新するのか、実際の補修延

長をどの程度見込むのかで多くのケースが考えられる。そのため、ここでは、護岸形

式、断面形式毎に各シナリオを単純に合計した一覧表を整理する。 
なお、目視調査程度の維持調査費用として、1海岸当たり年間 50万円を計上するこ
ととし、検討期間は現在より 50年間を見込むこととした。 

 
(5)ライフサイクルコストの試算例を 表 7.6 及びP67～P78 に示す。ここで、劣化の進展
速度や対策工の寿命等はライフサイクルコストの試算例を示すための仮定値であり、

設計条件等の見直しによる改良工事(機能、性能の増加)を含むものとする。また、こ
の試算例では社会的割引率は考慮していない。なお、試算例に示すシナリオ 1～シナ
リオ 3は図 7.6～図 7.8の維持管理レベルにより想定したものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構造機能 
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表 7.6 ライフサイクルコストの試算例 
 

変 状 
機能の 
向 上 

対策工法のシナリオ 

試算例 1 
波返工の

塩害 
波返工の

嵩上げ 

①シナリオ 1 
表面塗装よる対策＋波返工の嵩上げ及び増厚 
②シナリオ 2 
断面修復と表面塗装による対策＋波返工の嵩上げ及び増厚 
③シナリオ 3更新(波返工の嵩上げ、増厚含む) 

試算例 2 
のり先の

洗掘 

根固めブ

ロックの

設置 

①シナリオ 1 
根固めブロックの設置 
②シナリオ 2 
根固めブロックの設置＋コンクリートブロック、裏込工の一部復旧

③シナリオ 3 
更新(根固めブロックの設置含む) 

試算例 3 
表法被覆

工のひび

割れ 

消波工の

設置 

①シナリオ 1 
ひび割れ注入による対策＋消波工の設置 
②シナリオ 2 
空洞部の充填と表法被覆工の一部造り替え＋消波工の設置 
③シナリオ 3 
更新(消波工の設置含む) 
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図 7.6 予防保全的維持管理レベル；小規模対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.7 事後保全的維持管理レベル(1)；大規模対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.8 事後保全的維持管理レベル(2)；施設の更新 
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1)試算例 1：波返工の塩害を対象としたライフサイクルコスト 
ライフサイクルコストの算出は、以下に示す①～③のシナリオで行うものとする。 
①シナリオ 1；予防保全的維持管理レベル(小規模対策)。予防保全として鉄筋位置の塩

化物イオン濃度が発生限界値を超えない軽微な段階(鉄筋位置の塩化物
イオン濃度が発生限界値を超えない)で表面塗装による対策を行う場合
＋波返工の嵩上げ及びひび割れ補修としての増厚。 

②シナリオ 2；事後保全的維持管理レベル(大規模対策)。事後保全として波返工の断面
修復と表面塗装による対策を行う場合＋波返工の嵩上げ及びひび割れ

補修としての増厚。 
③シナリオ 3；事後保全的維持管理レベル(施設の更新)。更新を行う場合＋波返工の嵩

上げ及び耐波性能向上としての増厚。 
 

表 7.7 施設概要(試算例 1) 
施設管理者 ◎◎県 
海岸名 ▽▽海岸 
施設名称 ○○堤防 
建設年月日 昭和 42年(経過年数 40年) 

施設構造 
構造形式；直立型堤防(重力式表法被覆工) 
施設延長：1.0km 

構造図 

調査内容 波返工の塩化物イオン量調査 

対策工法の制約条件 
天端被覆工は道路として使用しているため、道路幅員を狭めない対策とする

必要がある。 

老朽化進行の想定 
及び対策工 

老朽化進行の想定 対 策 工 

現

在 

表面からの塩分の供給を絶つ

と、鉄筋位置の塩化物イオン濃

度が発生限界値を超えない。 
現

在

波返工に表面塗装工法による対

策を行い、鉄筋位置の塩化物イオ

ン濃度を低くするとともに嵩上

げ及び増厚を行う。 

5 
年

後 

表面からの塩分の供給を絶っ

ても、鉄筋位置の塩化物イオン

濃度が発生限界値を超える。 

5
年

後

波返工を断面修復工法＋表面塗

装工法により対策し、鉄筋の腐食

を抑止させると共に嵩上げ及び

増厚を行う。 
10 
年

後 

波返工の塩害損傷が顕著とな

り、鉄筋の腐食が著しい。 
 

10
年

後

波返工の更新とともに嵩上げ及

び増厚を実施する。 

 

ひび割れ補修及び

耐波機能強化 

波返工嵩上げ工 
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LCC算定の前提条件を示す。 
 

(1)対策工法概算費用 
a)シナリオ 1 
表面塗装工       性能寿命；15年 

工法単価：初期費用 70,000円/m 
メンテナンス費用 15年後 90,000円/m 
嵩上げ（増厚含む）   性能寿命；考慮せず 

工法単価；初期費用 106,000円/m 
b)シナリオ 2 
断面修復工       性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 308,000円/m 
表面塗装工       性能寿命；15年 

工法単価：初期費用 70,000円/m 
メンテナンス費用 15年後 90,000円/m 
嵩上げ（増厚含む）   性能寿命；考慮せず 

工法単価；初期費用 106,000円/m 
c)シナリオ 3 
更新(嵩上げ、増厚含む) 性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 616,000円/m 
 

(2))維持調査費用 
各シナリオに目視調査程度の維持調査費用を 50万円/年として計上する。 

 
(3)検討期間 
検討期間を現在より 50年として比較を行なう。 
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LCC算定結果を以下に示す。 
 

表 7.8 試算例 1における LCC算定のシナリオ 
シナリオ番号 シナリオ 維持管理レベル 

シナリオ 1 
早急に表面塗装＋嵩上げ(増厚含む)を行い、15年毎
に再塗装を行う。 

予防保全 

シナリオ 2 
5 年後に断面修復＋表面塗装＋嵩上げ(増厚含む)を
行い、15年毎再塗装を行う。 

事後保全 

シナリオ 3 
10 年後に波返工の更新(嵩上げ、増厚を含む)を行
う。 

事後保全(更新) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.9 ライフサイクルコスト算出結果(試算例 1) 
 
検討結果より、50年間を対象期間とした場合、シナリオ 1が最小コストとなる。 
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表 7.9 工事費集計表(試算例 1) 
(10m当り) 

名  称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 

1 表面塗装工      

  表面塗装 50.0 m2 14,000 700,000  

合 計  700,000  

1m当り費用  70,000  

    

 表面塗装工(メンテナンス)    

  表面塗装除去 50.0 m2 4,000 200,000  

  表面塗装 50.0 m2 14,000 700,000  

合 計  900,000  

1m当り費用  90,000  

    

2 嵩上げ工    

  嵩上げ 1.5 m3 40,000 60,000  

合 計  60,000  

1m当り費用  6,000  

    

3 断面修復工    

  断面修復 22.0 m2 140,000 3,080,000  

合 計  3,080,000  

1m当り費用  308,000  

    

4 更新    

  堤体工 100.0 m3 5,000 500,000  

  表法被覆工 62.0 m3 50,000 3,100,000  

  天端被覆工 6.0 m3 40,000 240,000  

  裏法被覆工 4.0 m3 40,000 160,000  

  撤去工 72.0 m3 10,000 720,000  

  撤去材処分工 72.0 m3 20,000 1,440,000  

合 計  6,160,000  

1m当り費用  616,000  
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2)試算例 2：のり先の洗掘を対象としたライフサイクルコスト 
ライフサイクルコストの算出は、以下に示す①～③のシナリオで行うものとする。 
①シナリオ 1；予防保全的維持管理レベル(小規模対策)。予防保全として軽微な洗掘の

段階(護岸は健全な状態)で根固工の設置を行う場合。 
②シナリオ 2；事後保全的維持管理レベル(大規模対策)。事後保全として散乱した既設

コンクリートブロック及び裏込め工を復旧し、全延長に根固工の設置

を行う場合。 
③シナリオ 3；事後保全的維持管理レベル(施設の更新)。更新を行う場合＋根固工設置。 

 
表 7.10 施設概要(試算例 2) 

施設管理者 ◎◎県 
海岸名 △△海岸 
施設名称 □□護岸 
建設年月日 昭和 42年(経過年数 40年) 

施設構造 
構造形式；緩傾斜型護岸(コンクリートブロック張式表法被覆工) 
施設延長：1.0km 

構造図 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

調査内容 のり先が洗掘されている。 

対策工法の制約条件 
護岸の前面海域は漁場となっているため、海中に施設を設置する対策は

避ける必要がある。 

老朽化進行の想定 
及び対策工 

老朽化進行の想定 対 策 工 

現

在 

のり先が洗掘されている。 現

在

全延長に根固工を設置する。 

5 
年

後 

のり先の洗掘により、コンク

リートブロックの一部に移動

及び沈下がある。 

5
年

後

散乱した既設コンクリートブ

ロック及び裏込め工を復旧し、

全延長に根固工を設置する。 
10 
年

後 

のり先の洗掘により、コンク

リートブロックの移動、散乱

及び沈下が大規模にある。 

10
年

後

護岸の更新及び根固工の設置

を実施する。 

 

根固工 
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LCC算定の前提条件を示す。 
 

(1))対策工法概算費用 
a)シナリオ 1 
根固工      性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 204,000円/m 
b)シナリオ 2 
根固工      性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 204,000円/m 
コンクリートブロック及び 
裏込め工復旧工  性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 180,000円/m 
c)シナリオ 3 
更新       性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 530,000円/m 
根固工      性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 204,000円/m 
 

(2))維持調査費用 
各シナリオに目視調査程度の維持調査費用を 50万円/年として計上する。 

 
(3))検討期間 
検討期間を現在より 50年として比較を行なう。 
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LCC算定結果を以下に示す。 
 

表 7.11 試算例 2における LCC算定のシナリオ 
シナリオ番号 シナリオ 維持管理レベル

シナリオ 1 早急に、根固工を設置する。 予防保全 

シナリオ 2 
5年後、被災箇所のコンクリートブロック及び裏込
め工を復旧し、全延長に根固工を設置する。 

事後保全 

シナリオ 3 10年後に、全延長を更新する。 事後保全(更新) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.10 ライフサイクルコスト算出結果(試算例 2） 
 
検討結果より、50年間を対象期間とした場合、シナリオ 1が最小コストとなる。 
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表 7.12 工事費集計表(試算例 2) 
(10m当り) 

名  称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 

1 根固工      

  根固めブロック製作 12.0 個 70,000 840,000  

  根固めブロック運搬据付 12.0 個 100,000 1,200,000  

合 計  2,040,000  

1m当り費用  204,000  

   

2 裏込め工復旧工   

  採石投入工 30.0 m3 5,000 150,000  

  採石均し工 50.0 m2 2,000 100,000  

合 計  250,000  

1m当り費用  25,000  

   

3 コンクリートブロック復旧工   

  コンクリートブロック復旧工 50.0 個 30,000 1,500,000 ブロック転用 

合 計  1,500,000  

1m当り費用  150,000  

   

4 更新   

  基礎工 15.0 m3 10,000 150,000  

  裏込め工 72.0 m3 12,000 864,000  

  被覆石工 20.0 m3 15,000 300,000  

  コンクリートブロック設置工 130.0 個 30,000 3,900,000 ブロック転用 

合 計  5,214000  

1m当り費用  521,400  
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3)試算例 3：表法被覆工のコンクリートのひび割れを対象としたライフサイクルコスト 
ライフサイクルコストの算出は、以下に示す①～③のシナリオで行うものとする。 
①シナリオ 1；予防保全的維持管理レベル(小規模対策)。予防保全として軽微なひび割

れの段階(背面まで達していない)でひび割れ注入による対策を行う場
合＋消波工の設置。 

②シナリオ 2；事後保全的維持管理レベル(大規模対策)。事後保全として空洞部の充填
と表法被覆工の一部を作り替える場合＋消波工の設置。 

③シナリオ 3；事後保全的維持管理レベル(施設の更新)。更新を行う場合＋消波工の設
置。 

 
 

表 7.13 施設概要(試算例 3) 
施設管理者 ○○県 
海岸名 □□海岸 
施設名称 護岸(1-5) 
建設年月日 昭和 35年(経過年数 47年) 

施設構造 
構造形式；傾斜型護岸(コンクリート被覆式表法被覆工) 
施設延長：837m 

構造図 

調査内容 表法被覆工のコンクリート(無筋)のひび割れ 
対策工法の制約条件 特になし。 

老朽化進行の想定 
及び対策工 

老朽化進行の想定 対 策 工 

現

在 

複数方向に数 mm程度のひび
割れがあるが、背面まで達し

ていない。 

現

在

ひび割れ部へのモルタル注入

及び消波工の設置を行う。 

5 
年

後 

部材背面まで達するひび割

れ・亀裂が生じ、部分的に空

洞がある。 

5
年

後

空洞部にモルタルを充填し、コ

ンクリートの張り換え及び消

波工の設置を行う。 
10 
年

後 

広範囲に部材の深部まで剥離

損傷が生じ、大規模な空洞が

ある。 

10
年

後

消波工の設置を行うと共に、護

岸の更新を実施する。 

 
 
 

消波工 
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LCC算定の前提条件を示す。 
 

(1)対策工法概算費用 
a)シナリオ 1 
ひび割れモルタル注入工 性能寿命；考慮せず(5年毎に実施) 

工法単価：初期費用 200,000円/m 
消波工設置       性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 150,000円/m 
b)シナリオ 2 
空洞部モルタル充填工  性能寿命；考慮せず(10年毎に実施) 

工法単価：初期費用 240,000円/m 
表法被覆工復旧工    性能寿命；考慮せず(10年毎に実施) 

工法単価：初期費用 120,000円/m 
消波工設置       性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 150,000円/m 
c)シナリオ 3 
更新          性能寿命；考慮せず 

工法単価：初期費用 1,050,000円/m 
 

(2)維持調査費用 
各シナリオに目視調査程度の維持調査費用を 50万円/年として計上する。 
 

(3)検討期間 
検討期間を現在より 50年として比較を行なう。 
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LCC算定結果を以下に示す。 
 

表 7.14 試算例 3における LCC算定のシナリオ 
シナリオ番号 シナリオ 維持管理レベル 

シナリオ 1 
早急に、ひび割れ箇所のモルタル注入及び消波工の設

置を行う。モルタル注入は、5年毎に実施すると想定。
予防保全 

シナリオ 2 

5 年後に、空洞部にモルタルを充填し、表法被覆コン
クリートの張り換え及び消波工の設置を行う。モルタ

ルを充填し、表法被覆コンクリートの張り換えは 10
年毎に実施すると想定。 

事後保全 

シナリオ 3 10年後に、全延長を更新(消波工設置を含む)する。 事後保全(更新) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.11 ライフサイクルコスト算出結果(試算例 3) 
 
検討結果より、50年間を対象期間とした場合、シナリオ 1が最小コストとなる。 
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表 7.15 工事費集計表(試算例 3) 
(10m当り) 

名  称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 

1 モルタル注入工   

   モルタル注入 100.0 m3 20,000 2,000,000  

合 計  2,000,000  

1m当り費用  200,000  

   

2 消波工   

   消波フロック製作 6.0 個 150,000 900,000  

   消波フロック設置 6.0 個 100,000 600,000  

合 計  1,500,000  

1m当り費用  150,000  

   

3 空洞部モルタル充填工   

   モルタル充填工 150.0 m3 16,000 2,400,000  

合 計  2,400,000  

1m当り費用  240,000  

   

4 表法被覆工復旧工   

   表法被覆工撤去工 20.0 m3 10,000 200,000  

   表法被覆工復旧工 20.0 m2 50,000 1,000,000  

合 計  1,200,000  

1m当り費用  120,000  

   

5 更新   

   基礎工 25.0 m3 20,000 500,000  

   堤体工 200.0 m3 5,000 1,000,000  

   表法被覆工 50.0 m3 30,000 1,500,000  

   天端被覆工 25.0 m3 20,000 500,000  

   裏法被覆工 50.0 m3 20,000 1,000,000  

   撤去工 150.0 m3 10,000 1,500,000  

撤去材処分工 150.0 m3 20,000 3,000,000  

合 計  9,000,000  

1m当り費用  900,000  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録－1 堤防、護岸の構造形式 
 

 

 



 

 

 



1 堤防、護岸の構造形式 

堤防、護岸の構造形式は、施設の勾配や使用材料等により、多種類にわたることから代表的な

構造形式を図表 1.1.1～図表 1.1.11に示す。これらの構造に消波工を有する形式もある。 

また、琉球政府護岸の代表的な構造様式を図表 1.1.12～図表 1.1.14に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.石張り(傾斜型) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.コンクリートブロック張型(傾斜式) 

 

番号
01 傾斜型
02
03
04
05
06
07
08
09
10 混成型

構造形式 1（堤防）

構　　造　　形　　式

石張式
コンクリートブロック張式
コンクリート被覆式

直立型

コンクリートブロック張式
コンクリート被覆式
石積式
重力式
扶壁式

石張式

       ・傾斜型は、勾配が１：１より緩いもの、緩傾斜型は勾配が１：３緩いものとする。
       ・混成型は01～09の組合せであるため、型式番号を併記するものとする。

緩傾斜型

上記の組合せ

図表 1.1.1 堤防の構造形式 

 付 1 - 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.コンクリート被覆式(傾斜式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.石張式(緩傾斜式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.コンクリートブロック張式(緩傾斜式) 

 

図表 1.1.2 堤防の構造形式 
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06.コンクリート被覆式（傾斜式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.石積式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.重力式 

 

図表 1.1.3 堤防の構造形式 
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09.扶壁式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1.1.4 堤防の構造形式 
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11.石張式（傾斜型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.コンクリートブロック張式（傾斜型） 

 

番号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 混成型
          ・傾斜型は、勾配が１：１より緩いもの、緩傾斜型は勾配が１：３緩いものとする。
          ・混成型は11～29の組合せであるため、型式番号を併記するものとする。

上記の組合せ

捨石式

直立型

緩傾斜型

コンクリート被覆式

コンクリートブロック張式
コンクリート被覆式

捨ブロック式

突型式

石張式

石張式
コンクリートブロック張式

捨ブロック式

傾斜型

捨石式

扶壁式

構　　造　　形　　式

石枠式

コンクリートブロック積式
セル式
矢板式

構造形式 2（護岸）

ケーソン式

石積式
重力式

図表 1.1.5 護岸の構造形式 
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13.コンクリート被覆式（傾斜型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.捨石式（傾斜型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.捨ブロック式（傾斜型） 

 

 

 

 

 

図表 1.1.6 護岸の構造形式 
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16.石張式（緩傾斜式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.コンクリートブロック張式（緩傾斜式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.コンクリート被覆式（傾斜式） 

 

 

 

図表 1.1.7 護岸の構造形式 
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19.捨石式（緩傾斜型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.捨ブロック式（緩傾斜型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.石積式 

 

 

 

 

 

 

図表 1.1.8 護岸の構造形式 
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22.重力式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.扶壁式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.突型式 

 

図表 1.1.9 護岸の構造形式 
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25.ケーソン式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.コンクリートブロック積式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.セル式 

 

図表 1.1.10 護岸の構造形式 
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28.矢板式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.石枠式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1.1.11 護岸の構造形式 
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1.直立石積式 

 

 

 

 

 

 

2.コンクリート直立式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.コンクリート傾斜式扶壁直立式 

 

 

 

 

 

 

 

4.直立型石積式＋コンクリート上部工 

 

 

図表 1.1.12 琉球政府護岸の護岸構造形式 
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5.直立石積式 

 

 

 

 

 

 

 

6.コンクリート直立式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.コンクリート傾斜式扶壁 

 

 

 

 

 

 

 

8.直立石積式＋コンクリート上部工 

 

 

 

図表 1.1.13 琉球政府護岸の堤防形式 
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9.直立石積式護岸（堤防）＋消波工 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.鉄筋コンクリート傾斜式扶壁護岸（堤防）＋消波工 

 

消波工 

消波工 

図表 1.1.14 琉球政府護岸の消波工付き護岸(堤防) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録－2 一次点検シート 
 

 



 

 

 

 

 



1 一次点検シート 

一次点検シートは、以下に示すシートを基本としてもよい。 

 

①全体図記入シート 

点検を実施した箇所の概要を把握するため、全体平面図と、断面図を記入 

全体平面図は航空写真での代用も可能 

背後の土地利用状況、変状の概要、設計天端高、機能上必要な天端高を記入 

②点検結果記入シート 

点検結果と写真位置図を記入 

   ③変状写真シート 

     変状の写真を添付 
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【全体図記入シート】 
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【点検結果記入シート：スパン毎に作成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【点検結果記入シート：スパン毎に作成】

注：構造目地毎に1枚
　　目地間隔が長い場合は10～20m毎に1枚

【点検概要記入欄】

点検年月日： 点検時刻： 天候：

海岸名 地区名 施設名 点検者氏名

点検者所属 スパンNo.

【点検結果記入欄】

各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例：■)

点検位置 写真No.

砂浜 侵食・堆積 □

移動・散乱 □

ブロック破損 □

沈下 □

移動・散乱 □

沈下 □

ブロック破損 □

ひび割れ □

沈下・陥没 □

被覆石・間知石の抜け・ずれ □

被覆石・間知石の目地の開き □

目地部・打継ぎ部の状況 □

漏水の痕跡 □

植生の異常(繁茂等) □

剥離・損傷 □

鉄筋の腐食 □

補修個所の状況 □

ひび割れ □

剥離・剥落・欠損 □

本体工との間の隙間 □ 波返工と本体工の間に隙間がみられる

鉄筋の腐食 □

隣接スパンとの相対的な移動 □ 隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる

補修個所の状況 □

沈下・陥没 □

被覆石・間知石の抜け・ずれ □

漏水の痕跡 □

植生の異常(繁茂等) □

ひび割れ □

目地部・打継ぎ部の状況 □

剥離・損傷 □

補修個所の状況 □

ひび割れ □

沈下・陥没 □

被覆石・間知石の抜け・ずれ □

目地部・打継ぎ部の状況 □

漏水の痕跡 □

植生の異常(繁茂等) □

剥離・損傷 □

補修個所の状況 □

目地のずれ □

補修個所の状況 □

注:相対高さは、護岸最上部からの位置を記入すること。

【二次点検予定記入欄】

二次点検実施予定年月日：　　年　　月実施予定

点検を実施した全範囲

変状の有無

ひび割れがみられる

沈下がみられる

汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる

ブロックに破損がみられる

天端被覆工

植生の異常(繁茂等)がみられる

ひび割れがみられる

裏法被覆工

ひび割れがみられる

隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる

沈下・陥没がみられる

被覆石・間知石の抜け・ずれの有無

目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

被覆石・間知石の抜け・ずれの有無、相対高さ(　　　　　m)

消波工

ブロックの移動・散乱がみられる

ブロックに破損がみられる

沈下がみられる

根固工

移動・散乱がみられる

表法被覆工

錆汁、鉄筋露出がみられる

補修個所における変状の有無

波返工

ひび割れがみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

錆汁、鉄筋露出がみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

植生の異常(繁茂等)がみられる

沈下・陥没がみられる

被覆石・間知石の抜け・ずれの有無

漏水の痕跡がみられる

被覆石・間知石の目地の開きの有無、相対高さ(　　　　　m)

目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる

漏水の痕跡がみられる

沈下・陥没がみられる

排水工
高低差、ずれ、目地の開きがみられる

補修個所における変状の発生の有無

漏水の痕跡がみられる

植生の異常(繁茂等)がみられる

剥離・剥落・欠損がみられる、

コンクリートの劣化、モルタルの流出等による表面の荒れがみられる

補修個所における変状の発生の有無

補修個所における変状の有無

補修個所における変状の発生の有無
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【点検結果記入シート(続き)：スパン毎に作成】 
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【変状写真シート：スパン毎に作成】 

 【変状写真シート：スパン毎に作成】

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

海岸名 点検者名地区名 施設名

点検者所属 点検を実施した全範囲 スパンNo.

損傷状況写真(点検位置にチェックを入れる(例：■)。変状、写真No.、判定結果を(　)に記入する。)
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付録－3 二次点検(簡易)シート 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



1 二次点検(簡易)シート 

二次点検(簡易)シートは、以下に示すシートを基本としてもよい。 

 

①全体図記入シート 

一次点検の全体図記入シートと同じ 

②点検結果記入シート 

点検結果と変状図を記入 

③変状写真シート 

変状写真を添付 
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【調査結果記入シート：スパン毎に作成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【点検結果記入シート：スパン毎に作成】

注：構造目地毎に1枚
　　目地間隔が長い場合は10～20m毎に1枚

【点検概要記入欄】

点検年月日： 平成　　年　　月　　日 点検時刻： 天候：

【点検結果記入欄】 各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例：■)

点検位置 変状現象 点検結果
計測寸法

(最大値)
写真No.

a(またはa+) b c d

砂浜 侵食・堆積
広範囲に亘る砂浜の決壊や浜崖
の形成がある。

浜崖形成の兆候がある。 汀線の後退が認められる。 変状なし。
L=
S=

移動・散乱及び沈下
消波工断面がブロック1層分以上

減少している。

消波工断面が減少している(ブ

ロック1層未満)。

消波ブロックの一部が移動、散

乱、沈下している。
変状なし。

L=

S=

ブロック破損 破損ブロックが1/4以上ある。 破損ブロックは1/4未満である。 少数の破損ブロックがある。
小さなひび割れが発生してい

る。
n=

移動・散乱及び沈下

石、ブロックが大規模又は広範

囲に移動、散乱又は沈下してい

る。

石、ブロックが沈下、移動又は

散乱している。

部分的にごく小さな移動(ずれ)

が見られる。
変状なし。

L=

S=

ブロック破損
破損ブロックが多数あり配置の

乱れが生じている。

破損ブロックは多数あるが、配

置の乱れは少ない。

小さなひび割れが発生してい

る。
変状なし。

ひび割れ

部材背面まで達するひび割れ・

亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割

れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程

度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。

L=

B=

沈下・陥没 陥没がある。 沈下による凹部が目立つ。 － 部分的な沈下が見られる。
L=

S=
被覆石・間知石の抜

け・ずれ(水位の影響を

受けやすい）

石積みに亀裂を生じ、その一部

に抜け石等が見られる。
石材等のずれが生じている。 － 変状なし。

L=

S=

被覆石・間知石の抜

け・ずれ(水位の影響を
受け難い)

広範囲で抜け石等が見られる。
石積みに亀裂を生じ、その一部

に抜け石等が見られる。
石材等のずれが生じている。 変状なし。

L=

S=

被覆石・間知石の目地

の開き(水位の影響を受

けやすい)

広範囲で目地に大きな開きがあ

る。もしくは、目地材が剥離し

ている。

目地がふさがれていない。

目地材が剥落している。
目地に僅かな開きが見られる。 変状なし。

L=

B=

被覆石・間知石の目地
の開き(水位の影響を受

け難い)

広範囲で目地に大きな開きがあ
る。もしくは目地材が剥離して

いる。

－
目地がふさがれていない。

目地材が剥落している。

目地に僅かな開きが見られる。

もしくは、変状なし。

L=

B=

目地部、打継ぎ部の状

況

目地部、打継ぎ部より背面土砂

が吸出されている。

変位に伴う目地部、打継ぎ部の

ずれはあるが、吸出しはない。
－

目地部、打継ぎ部にわずかなず

れ、段差、開きがみられる。

B=

H=

D=

剥離・損傷
広範囲に部材の深部まで剥離損

傷が生じている。

表面だけでなく部材の深部まで

剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・

損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ

ている。

L=

S=

鉄筋の腐食

浮き錆が著しく、鉄筋断面積の

有意な減少が全域に亘ってい

る。

浮き錆が多く、鉄筋表面の大部

分あるいは全周に亘る腐食が広

範囲に認められる。

錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲

に認められる。
一部に錆汁、点錆が見られる。 L=

ひび割れ

部材背面まで達するひび割れ・

亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割

れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程

度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。

L=

B=

目地の開き相対移動量 転倒、あるいは欠損がある。

移動に伴う目地の開きが大き

い。目地部より水の浸透があ
る。

目地ずれがあるが、水の浸透は
ない。

目地部にわずかなずれ、段差、
開きが見られる。

B=

H=
D=

本体工との間の隙間

スパン全体にわたって部材背面

まで達する本体工との隙間があ

る。

スパンの一部に部材背面まで達

する本体工との隙間がある。

本体工との隙間があるが、部材

背面までは達していない。
変状なし。

剥離・損傷
広範囲に部材の深部まで剥離損
傷が生じている。

表面だけでなく部材の深部まで
剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・
損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ
ている。

L=
S=

鉄筋の腐食

浮き錆が著しく、鉄筋断面積の

有意な減少が全域に亘ってい

る。

浮き錆が多く、鉄筋表面の大部

分あるいは全周に亘る腐食が広

範囲に認められる。

錆汁が多く、鉄筋腐食が広範囲

に認められる。
一部に錆汁、点錆が見られる。 L=

ひび割れ
部材背面まで達するひび割れ・
亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割
れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程
度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。

L=

B=

沈下・陥没 陥没がある。 沈下による凹部が目立つ。 － 部分的な沈下が見られる。
L=

S=

被覆石・間知石の抜
け・ずれ

広範囲で抜け石等が見られる。
石積みに亀裂を生じ、その一部
に抜け石等が見られる。

石材等のずれが生じている。 変状なし。

目地部、打継ぎ部の状

況

目地部、打継ぎ部のずれが大き

く、堤体土砂の流出が見られ

る。

目地部、打継ぎ部より水の浸透

がある。

目地部、打継ぎ部にずれがある

が、水の浸透はない。

目地部、打継ぎ部にわずかなず

れ、段差、開きがみられる。

B=

H=

D=

剥離・損傷
広範囲に破損、または流出して
いる。

表面だけでなく部材の深部まで
剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・
損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ
ている。

L=
S=

ひび割れ

部材背面まで達するひび割れ・

亀裂が生じている。

(5mm相当)

複数方向に幅数㎜程度のひび割

れがあるが、背面までは達して

いない。

１方向に幅数mm程

度のひび割れがあるが、背面ま

では達していない。

1mm以下のひび

割れが生じている。

L=

B=

沈下・陥没 陥没がある。 沈下による凹部が目立つ。 － 部分的な沈下が見られる。
L=
S=

被覆石・間知石の抜

け・ずれ
広範囲で抜け石等が見られる。

石積みに亀裂を生じ、その一部

に抜け石等が見られる。
石材等のずれが生じている。 変状なし。

目地部、打継ぎ部の状
況

目地部、打継ぎ部のずれが大き

く、堤体土砂の流出が見られ

る。

目地部、打継ぎ部より水の浸透
がある。

目地部、打継ぎ部にずれがある
が、水の浸透はない。

目地部、打継ぎ部にわずかなず
れ、段差、開きがみられる。

B=

H=

D=

剥離・損傷
広範囲に損傷、または流出して

いる。

表面だけでなく部材の深部まで

剥離・損傷が及んでいる。

広範囲であっても表面の剥離・

損傷が生じている。

ごく小規模の剥離・損傷が生じ

ている。

L=

S=

排水工 目地の開き相対移動量 転倒、あるいは欠損がある。

移動に伴う目地の開きが大き

い。天端工との目地部より水の

浸透がある。

目地ずれがあるが、水の浸透は
ない。

目地部にわずかなずれ、段差、
開きが見られる。

B=

H=

D=

海岸名 地区名 施設名 点検者氏名

点検者所属： スパンNo.

健全度評価結果

点検を実施した全範囲 No.       ～No.

裏法被覆工

変状、損傷等のランク

消波工

根固工

表法被覆工

波返工

天端被覆工
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【調査結果記入シート：スパン毎に作成】 
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【変状写真シート：スパン毎に作成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変状写真シート：スパン毎に作成】

No. ～ No.

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

□ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工 □ 砂浜 □ 消波工

□ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工 □ 根固工 □ 表法被覆工

□ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工 □ 波返工 □ 天端被覆工

□ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工 □ 裏法被覆工 □ 排水工

変　　状( ) 変　　状( ) 変　　状( )

写真No.( ) 写真No.( ) 写真No.( )

施設名 点検者名海岸名 地区名

損傷状況写真(点検位置にチェックを入れる。例☑。変状、写真No.、判定結果を(　)に記入する。)

点検者所属 点検を実施した全範囲 スパンNo.
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付録－4 データベース入力要領 
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付録－5 健全度評価事例 
 



 

 

 

 



1 健全度評価事例 

海岸保全施設の健全度評価事例を以下に示す。 

事例は、海岸保全施設延長 216.5mの海岸護岸で、構造が異なる a～d区間毎に健全度評価を行っ

たものである。 

 

   海岸護岸 L=216.5m 

     a区間 L= 26.8m 

     b区間 L=124.5m 

     c区間 L= 35.3m 

     d区間 L= 29.9m 

 

健全度評価結果を図表 5.1.1に、施設の健全度判定表を図表 5.1.2～図表 5.1.7に示す。 

 

図表 5.1.1 健全度評価結果 

区 間 
健全度の 

判定ランク 
判定理由 備   考 

a区間 B 8割程度の変状現象が bランクである。  

b区間 A a+ランクの変状現象が 1つ以上ある。  

c区間 C A、B、Dランク以外である。  

d区間 C cランクのみである。  
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付録－6 変状連鎖 
 

 



 

 



1 一般海岸保全施設の変状連鎖 

海岸保全施設の主要な変状連鎖を以下に示す。 

変状連鎖とは、変状の発生原因、変状の発生と顕在化、変状の結果生じる影響、そして

機能の低下へと変状が進行してゆく過程を整理したものであり、変状の進行には、地震等

により短期間に変状が生じる突発型と地盤沈下や材料の劣化等により時間の経過とともに

徐々に変状が進行する進行型及びその複合型がある。 

以下に護岸・堤防の変状連鎖を示す。 

 

 

1)消波工なしの護岸・堤防の突発型変状連鎖 

護岸・堤防の代表的な変状現象の進行過程としては、 

①波浪によって、堤体前面から堤体下部が洗掘され、堤体や基礎工が損傷を受け、堤

体土砂が吸い出され、さらに堤体が破壊されてゆくもの、 

②波浪によって、表法工、堤体工、天端工、裏法工などが損傷を受け、堤体土砂が吸

い出され、堤体が破壊されていくもの、 

③波浪によって波返工が損傷を受け、天端高が低下していくもの等がある。 

 

代表的な堤防の変状現象と変状連鎖図を図表 6.1.1に示す。 
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3)緩傾斜護岸の突発型変状連鎖 

緩傾斜護岸は、堤体盛り土法面に裏込め工を設置し、その表面をコンクリートブロッ

クで被覆した法勾配 1：3より緩い護岸であり、変状現象の進行過程は、 

①波浪により、前面の海底が洗掘され、護岸法先部が侵食を受け、堤体が法先部より

流出し、被覆ブロックの移動散乱、堤体の崩壊へとつづくもの、 

②波浪により、被覆ブロックのめくれまたは移動が生じ、下層の裏込め層が侵食を受

け、堤体砂を流出し、被覆ブロックの散乱、崩壊に至るもの、 

③遡上した波浪が、被覆ブロック下の裏込め層内を流下して堤体砂を侵食、裏込め礫

が落下し、堤体内に空洞を生じ、その後被覆ブロックの移動沈下、崩壊が生じるも

のがある。 

緩傾斜護岸の変状現象図と変状連鎖図を図表 6.1.3、図表 6.1.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)「土木学会；海岸施設設計便覧、2000年版、p520」より抜粋 

図表 6.1.3 護岸・堤防の進行型変状連鎖 

 

 

 

 

 

 

注)「土木学会；海岸施設設計便覧、2000年版、p520」より抜粋 

図表 6.1.4 緩傾斜護岸の変状連鎖 
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2 琉球政府護岸の変状連鎖 

1)変状の状況 

琉球政府護岸で数多く見られる石積護岸の変状は、次のようなものである。 

写真 6.2.1 表法被覆工の石材の抜け 

(東海岸伊是名地区) 

写真 6.2.2 表法被覆工の石材の抜け・ずれ 

(豊見城海岸瀬長島地区) 

  

写真 6.2.3 天端被覆工の沈下・陥没、石材の抜け

(中城湾海岸佐敷地区) 

写真 6.2.4 裏法被覆工の石材のずれ 

(中城湾海岸佐敷地区) 

  

写真 6.2.5 裏法被覆工の石材のずれ 

(北谷海岸北前その 1地区) 

写真 6.2.6 根固工の石材の抜け 

(桃原漁港海岸) 
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2)過去の被災事例 

過去の被災事例は次のとおりである。 

(1)港川海岸護岸 

浦添市港川地区の護岸であり、平成11年の台風18号により護岸が決壊し、道路の一部

も破損、また、護岸部に大きな空洞や亀裂が発生した。 

河口部であり、対岸側からの反射波の影響もあったものと想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)金武湾港(平敷屋地区)護岸 

うるま市勝連平敷屋に位置する金武湾港平敷屋地区の護岸であり、平成 13年 9月の台

風 16号により、護岸の一部が決壊した。 
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(3)中城湾港(安座真地区)護岸 

南城市安座真に位置する中城湾港安座真地区の護岸であり、平成 9年 8月の台風 13号

により護岸が決壊した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)板良敷海岸板良敷地区護岸 

与那原町板良敷に位置する護岸であり、昭和 58 年 9 月の台風 10 号により洗掘されて

欠損した。 
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(5)与那原海岸護岸 

与那原町与那原に位置する与那原海岸の護岸であり、昭和 55年 10月の台風 19号によ

り洗掘されて決壊した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)琉球政府護岸(主に石積式護岸)の変状の連鎖について 

琉球政府護岸の破堤に至る変状の連鎖についての資料はないが、上記事例より推定す

ると次のとおりである。 

破堤に至る変状は、大別すると 2つのパターンが見られる。一つは、表法被覆工或いは

根固工の石材の抜けや移動が発生、築堤材が吸い出され、堤体内部の空洞化が進行する。

これに伴い護岸天端の沈下やひび割れが発生している場合もある。ここに台風などによ

る強大な波浪が作用して、一気に石材や築堤材の抜け(吸出し)が進行して破堤するパター

ンである。完全に破堤せずに表法被覆工に堤体の空洞部が出現するだけというものもあ

る。これは、港川海岸護岸、板良敷海岸護岸、与那原海岸護岸などが該当するものと思

われる。 

なお、港川海岸のような被覆工の石材の抜けや移動から築堤材が吸出される現象は、

被覆材の背後に吸出防止の対策(例えば、吸出防止材)が何ら講じられていないことによる

ものと考えられる。 

今ひとつは、表法被覆工や天端被覆工の石材の抜けやずれが発生し、堤体の強度が低

下しているところへ台風による強大な波浪が作用して、堤体が上部から一気に持って行

かれるパターンである。このパターンの場合はもともと天端が低く越波が発生しやすく

なっていたようである。これは、平敷屋護岸、安座真護岸などが該当するものと思われ

る。 

一方、破堤に至っていないパターンとしては、今回調査の中城湾海岸の佐敷地区や川

田地区の事例がある。これらの護岸では、石材の抜けやずれ或いは、天端被覆工の沈下
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等が見られるが、そうした状態を長年保っているものである。 

こうした変状が発生した要因として、干潟奧にあるため波浪の影響が小さく、波浪の

外力による吸出し等で石材の抜けやずれが発生したとは考えにくい。また、設置場所が

干潟であるため地盤が軟弱なことから、地盤沈下が発生したことによるものかとも考え

られるが、例えば、佐敷地区では護岸の表法被覆部には沈下のよる変状が見られずに天

端被覆部のみで沈下や陥没等の状況が発生していることから単純に地盤沈下によるとは

断じ難く、こうした護岸の石材の抜けやずれの発生原因は、現段階では特定できない。 

以上の護岸の破壊の違いは、波浪による越波及び潮位による水位の影響を受けやすい、

或いは受けにくいことの違いによるものと考えられる (これを位置に置き換えると

H.H.W.L或いは H.W.Lよりも石の抜け等の変状が上にあるか下にあるかによる)。 

また、堤体内部を見ると空洞化が進行している部分もある。 

以上より、石材に関連する変状をパターンとして示すと以下のように区分できるもの

と考えられる。 

 

(1)石材の抜け等が水位の影響を受けやすい位置にある(H.W.Lよりも下にある)場合 

事例：港川海岸、板良敷海岸、与那原海岸、豊見城海岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根固工 石材

の抜け・ずれ

被覆石目地

の開き

基礎部の
洗掘

前面海底
洗掘

堤体土砂の
吸出し

被覆工の石材

の抜け・ずれ

天端被覆工の
沈下・陥没

堤体土砂の
吸出し

堤体内の
空洞化

堤体の
破損・陥没

破堤

波浪・波力

パターン

波浪・洗掘

パターン

水位差パターン
(潮位・越波・地下
水・雨水等)

波浪・越波

パターン

水位差パターン
(潮位・越波・地下
水・雨水等)

天端被覆工・
裏法被覆工の
破壊・陥没

図表 6.2.1 変状連鎖(その 1) 

相対的に石抜け等の変状が H.W.L よりも下にあった場合には、変状の進行が早いよう

に見られる。 

また、波浪の影響が大きい場合には、破堤に至る進行が早くなるものと考えられ、応

急対策の必要性が高いものと考えられる。 

 

(2)石材の抜け等が水位の影響を受けにくい(H.W.Lよりも上にある)場合 

事例：平敷屋海岸、安座真海岸 

 

 

 

 

 

図表 6.2.2 変状連鎖(その 2) 
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(3)石材の抜け等が水位の影響を受けにくい(H.W.L よりも上にある)場所にあり、かつ波

浪の影響がとりわけ小さい場合 

事例：佐敷海岸、川田海岸 

 

 

 

 

 

(ただし、被覆工の石材の抜け・ずれや天端被覆工の沈下・陥没の原因はまだ特定できない) 

図表 6.2.3 変状連鎖(その 3) 

 

この他、コンクリートの劣化変状による破堤(図表 6.1.5)は、今回の調査では見られな

かった。これは扶壁式護岸等鉄筋コンクリートを用いた護岸が琉球政府護岸の中でも比

較的新しいものであり、それほど老朽化が進んでいないこと、材料の品質や部材寸法等

も比較的現在の基準に近いかほぼ同じものであることによるものと考えられる。 

また、圧密沈下によると思われる変状は見られなかった。 
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付録－7 老朽化調査及び老朽化対策計画策定のポイント 
 



 

 

 

 



 

老朽化調査及び老朽化対策計画策定のポイントを以下に示す。 

1 施設概要等の整理 

1)対象施設の概要 

対象施設の概要は、老朽化調査の調査計画や老朽化対策工法の検討を行う上で必要と

なるため、建設年次、平面図、標準断面図や後背地利用等の情報をできるだけ多く収集

し、整理する。 

2)文献等の整理 

文献等の整理は、対策方針の決定、対策目標の設定や老朽化対策工法の検討における

制約条件等の設定に必要となるため、自然・社会・環境条件や、海岸保全施設が備える

多面的機能(レクリエーション、漁場等)に関する情報も収集し、整理する。 

 

2 老朽化調査 

1)一次点検 

一次点検シートは、二次点検実施時において、変状位置を速やかに確認できるように

作成することが望ましい。また、同一構造で施工延長が長い場合の点検間隔の設定は、

建設年次等を目安に適宜設定してもよい。 

2)二次点検(簡易) 

過去に変状が生じた箇所は、変状が進行する可能性が高いと考えられるため、経年的

な変状の進行状況等が、次回の点検で確認できるように丁寧に記載することが望まし

い。 

砂浜の侵食等が目視により判断しがたい場合は、通年的な観測により判断することが

望ましい。 

目地部、打継ぎ部からの水の浸透は、降雨後に点検を行うと確認しやすい。 

また、同一構造で施工延長が長い場合の点検間隔の設定は、建設年次等を目安に適宜

設定してもよい。 

3)健全度評価 

健全度評価は、点検位置毎の変状ランクを施設毎に集計し、施設全体の健全度を評価

するものである。 

また、同一構造で施設延長が長い場合の施設の単位は、建設年次等を目安に設定して

もよい。 

4)二次点検(詳細) 

健全度の判定ランクが B ランクであっても、二次点検(詳細)の結果により大規模な空洞

やコンクリート強度が設計基準強度未満であることが確認された場合は、施設の健全度

判定ランクをAランクとし、周辺利用状況、背後の財産、管理者の財政状況等を考慮して、

老朽化対策工事の実施時期を検討することが望ましい。 

 付 7 - 1



3 老朽化対策計画 

1)対策方針の決定 

健全度評価結果がAランクと判定された施設でも、背後地の利用状況、財政的状況、施

設の重要度等を考慮し、老朽化対策工事の実施時期を適宜判断するものとする。 

2)対策目標の設定 

施設の重要度等を考慮して防護水準を決定した上で、老朽化対策後の供用期間の設定

や老朽化対策工法の設定をすることが望ましい。 

なお、防護水準は、越波流量より設定することを基本とする。 

3)対策方針の設定 

対策方針は、健全度及び防護水準の状況により次の 8ケースになる。 

  健全度 
Aランク 
(要対策) 

Bランク 
(重点監視) 

Cランク 
(重点点検) 

Dランク 
(問題なし) 

防護 

水準 

OUT ケース 1 ケース 3 ケース 5 ケース 7 

OK ケース 2 ケース 4 ケース 6 ケース 8 

 

以下に各ケースの対策方針(案)を示す。 

ケース 1 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していないことから改良・更新が必要であ

る。また、健全度評価では断面 Aの健全度が Aランクで対策が必要である。 

また、整備の優先順位も高いため、早急に老朽化対策を実施する必要がある。老朽化

対策(改良・更新)を実施するまでは、重点監視を目的として点検計画(二次点検を毎年実

施)を実施することを原則とする。 

この点検において、変状の進行が発見された場合は、緊急措置的な対策を検討する。 

ケース 2 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していることから改良・更新は不必要であ

る。しかし、健全度評価では断面 Aの健全度が Aランクで対策が必要である。 

そのため、LCCを考慮した老朽化対策(維持補修工事)を、早急に実施するものとして、

それまでの間、重点監視を目的として点検計画(二次点検を毎年実施)を実施することを

原則とする。 

この点検において、変状の進行が発見された場合は、緊急措置的な対策を検討する。 

ケース 3 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していないことから改良・更新が必要であ

る。また、健全度評価では断面 Aの健全度が Bランク以下で重点監視が必要である。 

老朽化対策(改良・更新)を実施するまでは、LCC を考慮のうえで、現時点での対策工

法が有効か検討し、必要が認められれば老朽化対策を実施する。それまでの間は経過観

察を目的として次の点検計画(二次点検を毎年実施)を実施することを原則とする。 
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老朽化対策の必要性が低ければ、定期的(3年に 1回)に二次点検を実施する。 

この点検において、変状の進行が発見された場合は、緊急措置的な対策を検討する。 

ケース 4 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していることから改良・更新は不必要であ

る。一方、健全度評価では断面 Aの健全度が Bランク以下で重点監視が必要である。 

そのため、詳細な計測による二次点検(詳細点検)が必要かを検討し、必要ならば二次

点検を実施、再度健全度を評価し、Aランクと評価されたならば、LCCを考慮の上で老

朽化対策の実施を検討する。 

Cランクと評価されたならば、重点監視を目的として定期的(3年に 1回)に二次点検を

実施することを原則とする。 

この点検において、変状の進行が発見された場合は、緊急措置的な対策を検討する。 

ケース 5 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していないことから改良・更新が必要であ

り、健全度評価では断面 Aの健全度が Cランク以下で重点点検が必要である。 

老朽化対策(改良・更新)を実施するまでは、定期的(3年に 1回)に二次点検を実施する

ことを原則とする。 

この点検において、変状の進行が発見された場合は、緊急措置的な対策を検討する。 

ケース 6 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していることから改良・更新は不必要であ

る。また、健全度評価では断面 Aの健全度が Cランク以下で重点点検が必要である。 

そのため、重点監視を目的として定期的(3年に 1回)に二次点検を実施することを原則

とする。 

この点検において、変状の進行が発見された場合は、緊急措置的な対策を検討する。 

ケース 7 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していないことから改良・更新が必要であ

り、健全度評価では断面 Aの健全度が Dランク以下で問題はない。 

老朽化対策(改良・更新)を実施するまでは、定期的(3年に 1回)に一次点検を実施する

ことを原則とする。 

この点検において、変状の進行が発見された場合は、緊急措置的な対策を検討する。 

ケース 8 

本海岸の琉球政府護岸は、防護水準を満足していることから老朽化対策(改良・更新)

は不必要である。また、健全度評価でも全ての断面の健全度が Dランク以下で問題がな

い。 

このため、定期的(3年に 1回)に一次点検を実施することを原則とする。 

 

4)対策工法の基本的検討 

対策工法の基本的検討は、対象施設の変状の種類や程度を踏まえて行うものとし、最

適な老朽化対策工法を採用するものとする。 
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5)対策後の調査計画 

施設の延命化やライフサイクルコストの最小化を図るために、調査計画を老朽化対策

工事の実施段階で策定することが望ましい。 

6)その他の事項 

施設及び前面全面海域等の利用状況や老朽化対策工法に関する要望を把握するために、

周辺住民や利用者の意見等を確認することが望ましい。 

また、建設年代が近代(幕末～昭和 20年代)に完成したもの、或いは近世以前に完成した

ものの場合、歴史的構造物の可能性があるので、老朽化対策の整備計画を検討する段階

で地域の要望(地域自治体や住民の意見)や記念碑等の状況を調査し、その対処方法を検討

する。 

(参考：桃原漁港海岸、金武湾港海岸等) 

昭和 6年頃に整備された石積護岸であり、地元うるま市与那城に護岸整備記念碑・真境

名安明氏(護岸整備に尽力した県会議員)銅像があり、うるま市市勢要覧に人物伝が記載さ

れている。 
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付録－8 琉球政府護岸の特徴 
 



 

 

 

 

 



前期(昭和 20 年代頃まで)の琉球政府護岸の特徴としては、直立型石積式護岸が多用され

ていることである。 

石積式護岸にコンクリートの上部工を設けていたものも見られるが、築造当初からのも

のかは不明である。さらに天端高の不足を補うため、石積式護岸の上部にパラペット形状

の上部工を設置している事例もある。 

また、昭和 30年代以降に多用された鉄筋コンクリート傾斜式扶壁護岸は、表法被覆工を

鉄筋コンクリート造としたもので、前期の石積式護岸と比べると構造的には強固となった

とされている。 

 

1 直立型石積式 

直立型石積式は、琉球政府護岸の中で整備

年次としては、一番古い構造形式で、谷積工

法としての石積式護岸は、1933年頃から建設

されている。 

直立型石積式では、表法被覆工での変状が

最も多く約 47%を占めている。次いで、天端

被覆工の変状が多く 36％を占め、両者で全変

状の 80%以上となる。 

表法被覆工では、被覆石の抜け・ずれ、目

地の開き、植生の異常(繁茂等)が石積式特有の変状で、約 70%以上を占めている。 

また、天端被覆工では、ひび割れが最も多く、植生の異常(繁茂等)、次いで剥離・損傷と

続いている。 

表法被覆工における変状例 
(被覆石の抜け・ずれ) 
竹富東港海岸 

天端被覆工における変状例 
(植生の異常、沈下・陥没) 
中城湾港海岸冨祖崎地区 
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砂浜

50 
2.4%

消波工

0 
0.0%

根固工

41 

排水工

2 
0.1%

2.0%

表法被覆工

993 
47.4%

波返工

80 
3.8%

天端被覆工

749 
35.8%

裏法被覆工

180 
8.6%

点検位置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひび割れ

43 
4.3%

沈下・陥没

13 
1.3%

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

371 
37.4%

被覆石・間知石

の目地の開き

56 
5.6%

目地部・打継ぎ

部の状況

34 
3.4%

漏水の痕跡

0 
0.0%

植生の異常(繁茂
等)
306 
30.8%

剥離・損傷

142 
14.3%

鉄筋の腐食

1 
0.1%

補修個所の状況

27 
2.7%

表法被覆工

沈下・陥没

58 
7.7%

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

21 
2.8%

漏水の痕跡

0 
0.0%

植生の異常(繁茂
等)
194 
25.9%

ひび割れ

300 
40.1%

目地部・打継ぎ

部の状況

8 
1.1%

剥離・損傷

152 
20.3%

補修個所の状況

16 
2.1%

天端被覆工

図表 8.1.1 直立型石積式の変状箇所 

 

変状連鎖としては、波浪(波力、洗掘)及び水位差による堤体土砂吸い出し、被覆材の抜け・

ずれと、それに伴う天端被覆工の沈下･陥没であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天端被覆工における沈下・陥没事例 

琉球政府護岸の直立型石積式は、石積が空積みまたは裏込めが不十分な練石積みである
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可能性があり、堤体土砂吸い出しが生じやすい構造と思われる。 

桃原漁港海岸における表法被覆工の状況 

 

 

 

 

 

 陸

側 

海

側 

 

 

 

 

 

また、直立型石積式の上にコンクリートの

波返しが設置されているものも琉球政府護

岸の中にはあるが、この波返工は、ひび割れ、

剥離・剥落・欠損が多く、点検当初から指

摘されていたように巨石等を用いてコンク

リートの嵩ましを行う等コンクリート上部

工としての性能が当初から悪いものが多く

見られる。 

コンクリート上部工(波返工) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上部工における巨石混入例 上部工における巨石混入例 
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砂浜

25 
1.7%

消波工

0 
0.0%

根固工

0 
0.0%

表法被覆工

155 
10.6%

波返工

1,097 
74.9%

天端被覆工

153 
10.5%

裏法被覆工

34 
2.3%

排水工

0 
0.0%

点検位置

コンクリート上部工では、波返工での変状

が約 75%と多数を占め、表法被覆工と天端被

覆工は同程度となっている。 

表法被覆工については、直立型石積式の場

合と構造が同じため、変状箇所も似通ったも

のとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひび割れ

588 
53.6%

剥離・剥落・欠損

285 
26.0%

本体工との間の

隙間

15 
1.4%

鉄筋の腐食

165 
15.0%

隣接スパンとの

相対的な移動

21 
1.9%

補修個所の状況

23 
2.1%

波返工

ひび割れ

1 
0.6%

沈下・陥没

0 
0.0%

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

85 
54.8%

被覆石・間知石

の目地の開き

8 
5.2%

目地部・打継ぎ

部の状況

1 
0.6%

漏水の痕跡

0 
0.0%

植生の異常(繁茂
等)
39 

25.2%

剥離・損傷

16 
10.3%

鉄筋の腐食

1 
0.6%

補修個所の状況

4 
2.6%

表法被覆工

図表 8.1.2 直立型石積式+コンクリート上部工の変状箇所 
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2 コンクリート直立式 

コンクリート直立式は、琉球政府護岸の

中で整備年次としては、二番目に古い構造

形式であり、1940～1950 年代頃に建設され

ている。 

現場発生の規格外石材の使用や巨石等を

用いてコンクリートの嵩ましを行うなどの

材料の初期不良、部材厚の小さい波返し等

の構造的な初期不良も多く、コンクリート

の劣化は、ひび割れより剥離・損傷･欠損の

割合が、鉄筋コンクリート傾斜式扶壁と比較すると高い傾向にある。 

表法被覆工のコア採取結果 コンクリートの剥離・剥落事例 

 

コンクリート直立式では、表法被覆工と天端被覆工での変状が最も多く、両者で全変状

の 60%以上となる。 

表法被覆工では、剥離・損傷、ひび割れで約 80%を占めている。 

また、天端被覆工においては、剥離・損傷、植生の異常及びひび割れで多数を占め、約

90%となっている。 砂浜

198 
3.6%

消波工

15 
0.3%

根固工

18 
0.3%

表法被覆工

1,702 
31.3%

波返工

1,472 
27.1%

天端被覆工

1,692 
31.1%

裏法被覆工

336 
6.2%

排水工

7 
0.1%

点検位置

コンクリートのひび割れの原因は、現場発生

の規格外石材の使用や巨石の投入などの初期不

良や施工目地の省略によるものもある。 

また、コンクリートの剥離・剥落・欠損の原

因としては、現場発生の規格外石材の使用や巨

石の投入などの初期不良や水中部のコンクリー

トで水中コンクリートの対策を行わなかったも

のもあると思われる。 
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ひび割れ

393 
23.1%

沈下・陥没

7 
0.4%

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

2 
0.1%

被覆石・間知石

の目地の開き

1 
0.1%

目地部・打継ぎ

部の状況

90 
5.3%

漏水の痕跡

7 
0.4%

植生の異常(繁茂
等)
100 
5.9%

剥離・損傷

962 
56.5%

鉄筋の腐食

126 
7.4%

補修個所の状況

14 
0.8%

表法被覆工

沈下・陥没

107 
6.3%

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

3 
0.2%

漏水の痕跡

0 
0.0%

植生の異常(繁茂
等)
412 
24.3%

ひび割れ

545 
32.2%

目地部・打継ぎ

部の状況

42 
2.5%

剥離・損傷

558 
33.0%

補修個所の状況

25 
1.5%

天端被覆工

図表 8.2.1 コンクリート直立式の変状箇所 

 

コンクリート直立式は、直立型石積式と比較して、天端被覆工の沈下、陥没の割合は、

小さくなっていることから、堤体土砂吸い出しは生じにくい構造となっていることが推

測されるが、表法被覆工のコンクリートの品質に問題があるものも多く、吸い出し・空

洞化が進行していることが想定されるため、天端被覆工にひび割れや、沈下・陥没が発

生している施設には注意が必要である。 

 

天端被覆工の変状事例(沈下・陥没) 
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3 鉄筋コンクリート傾斜式扶壁 

鉄筋コンクリート傾斜式扶壁は、琉球政

府護岸の中で整備年次としては、もっとも

新しい構造形式であり、1960年代以降に建

設されているものが大半である。構造とし

ては比較的強固で、材料、構造の初期不良

も少ない。 

鉄筋コンクリート式であるため、鉄筋の

腐食によるひび割れや剥離・剥落が変状と

して現れている。 

鉄筋の腐食 コア採取結果 

 

 

鉄筋コンクリート傾斜式扶壁では、波返工での変状が最も多く、次いで天端被覆工、

表法被覆工となっている。 

波返工では、ひび割れが約 41％、剥離・剥落・欠損が約 33%、鉄筋の腐食が約 22％と

なっており、この 3つで 90%以上を占めている。 
砂浜

283 
4.5%

消波工

4 
0.1%

根固工

2 
0.0%

表法被覆工

1,205 
19.3%

波返工

3,163 
50.8%

天端被覆工

1,275 
20.5%

裏法被覆工

298 
4.8%

排水工

1 
0.0%

点検位置

鉄筋コンクリート傾斜式扶壁は、コンクリー

ト直立式と比較して、コンクリートの変状の割

合は、ひび割れが多くなり、剥離・剥落・欠損

が少なくなっている。 

コンクリートのひび割れは、部材背面まで達

しているものよりも部材表面でのひび割れが多

いように感じられる。 

 

また、コンクリートの剥離・剥落・欠損の原

因としては、鉄筋の腐食や波浪外力、石や流木

等の打ち上げによる衝撃によるものと推定され

る。 
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天端被覆工では、ひび割れが約 42%となっているが、沈下・陥没は約 2%となっており、

天端被覆工の沈下・陥没まで変状が進行しているものは少ない。よって、石積、コンク

リート直立式と比較して、天端被覆工の沈下、陥没の割合は、さらに小さくなっている

ことから、堤体土砂吸い出しは生じにくい構造となっていることが推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひび割れ

1,296 
41.0%

剥離・剥落・欠損

1,038 
32.8%

本体工と

の間の隙

間

5 
0.2%

鉄筋の腐食

709 
22.4%

隣接スパンとの

相対的な移動

109 
3.4%

補修個所の状況

6 
0.2%

波返工

沈下・陥没

30 
2.4%

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

3 
0.2% 漏水の痕跡

4 
0.3%

植生の異常(繁茂
等)
411 
32.2%

ひび割れ

533 
41.8%

目地部・打継ぎ

部の状況

35 
2.7%

剥離・損傷

237 
18.6%

補修個所の状況

22 
1.7%

天端被覆工

図表 8.3.1 鉄筋コンクリート傾斜式扶壁の変状箇所 

 

ひび割れ事例 天端被覆工の事例 

 
砂浜

0 
0.0%

消波工

25 
0.6%

根固工

0 
0.0%

表法被覆工

755 
17.7%

波返工

1,926 
45.3%

天端被覆工

1,133 
26.6%

裏法被覆工

415 
9.8%

排水工

0 
0.0%

鉄筋コンクリート傾斜式扶壁+消波工では、波返

工での変状が最も多く、次いで天端被覆工、表

法被覆工となっている。 

波返工では、ひび割れが約 51％、剥離・剥

落・欠損が約 25%、鉄筋の腐食が約 22％とな

っており、この3つがほとんどを占めている。 

天端被覆工では、ひび割れが約 66%となっ

ているが、沈下・陥没は 0.4%となっており、

天端被覆工の沈下・陥没まで変状が進行して

いるものは少ない。 

点検位置
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ひび割れ

973 
50.5%

剥離・剥落・欠損

487 
25.3%

本体工との間の

隙間

4 
0.2%

鉄筋の腐食

414 
21.5%

隣接スパンとの

相対的な移動

39 
2.0%

補修個所の

状況

9 
0.5%

波返工

沈下・陥没

5 
0.4%

被覆石・間知石

の抜け・ずれ

0 
0.0% 漏水の痕跡

0 
0.0%

植生の異常(繁茂
等)
0 

0.0%

ひび割れ

742 
65.5%

目地部・打継ぎ

部の状況

2 
0.2%

剥離・損傷

376 
33.2%

補修個所の状況

8 
0.7%

天端被覆工

図表 8.3.2 鉄筋コンクリート傾斜式扶壁+消波工の変状箇所 
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